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このハンドブックは、日本の中小企業、特に製造業、がインドネシアに現地法人を設立して操業を始める

までの一連の業務の手順や注意事項を、詳細スケジュールを基に、関連するセミナースライドを照会し

ながら解説するものです。 
成功するインドネシア現地法人の作り方 
 
各ステップには前後関係の関連性がありますので、上記の詳細スケジュールと大目次の下の全体スケジ

ュールで確認しながら本文を読むことをお薦めします。 
 
関連するセミナースライドは、Ctrl キーを押しながらスライド名をクリックすることで開くことが出来

ます。 
 
旧バージョンでは様々な関連資料を参照する形式になっていましたが、本バージョンではこれらの関連

資料も取り込んで作成された、簡潔で分かり易いセミナースライドを参照する形式に変更しました。 
 
セミナースライドは逐次追加されますが、このハンドブックもそれに合わせて随時更新して参ります。 
 
全てのセミナースライドは下記の公式サイト上で一覧可能で、全て無料でダウンロード出来ます。 
 
インドネシア進出準備の概要をステップ毎に解説している公式サイトも併せてご参照下さい。 
 
インドネシアについての最新の情報はインドネシア進出サポートブログをご参照下さい。 
 
また、セミナースライドを使った You Tube 上のウエブセミナーもご参照下さい。 
  

https://www.hmkt.jp/schedule.pdf
https://www.hmkt.jp/33_setsuritsu.pdf
http://www.hmkt.jp/
http://www.hmkt.jp/
https://per-inc.com/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCXghuRz7zRX5jLOXu75rQjQ
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1 進出基盤確立 

 
海外に進出すること、そしてその先がインドネシアであることが正しい判断なのか、外的要因と

内的要因の双方から、定性的そして定量的に調査検討します。検討結果如何によっては進出先を

変更するか、あるいは海外進出を断念することも念頭に置いて、冷徹に判断することが求められ

ます。また、このプロジェクト自体に欠陥がないかどうかをプロジェクトマネジメントの観点か

ら評価することも大事なことです。尚、本書では製造会社の設立を前提に解説してありますが、

販売会社の場合は、製造に関わる項目を除いてほぼ同じと考えて下さい。 
インドネシア進出問答集 
中国からインドネシアへの工場移転 
インドネシア進出を決めたら先ずすべきこと 
2045 年のインドネシア共和国を予測する 
インドネシアと諸外国との繋がり 
2022 年を振り返り、2023 年以降を予測する 
インドネシア統計 2022 抜粋 
2050 年のインドネシアの国勢を予測する 
インドネシア主要 21 都市基礎情報 
世界的大変革期における日本とインドネシアの実情 
インドネシアと日本と世界の歴史 
2050 年のインドネシアはどんな国？ 
2100 年のインドネシアを大胆に予測する 
インドネシアが 50 年で変わったこと、変わらないこと、そして今後の予想 
インドネシアに学んで欲しい日本の過ち 
2024 年インドネシア直近の課題分析 

1.1 投資環境確認 
対象国・地域の投資環境は日々刻々と変わります。進出してから慌てたり後悔したりしない

https://www.hmkt.jp/39_mondoshu.pdf
https://www.hmkt.jp/112_china.pdf
https://www.hmkt.jp/160_mazusubeki.pdf
https://www.hmkt.jp/32_yosoku.pdf
https://www.hmkt.jp/32_yosoku.pdf
https://www.hmkt.jp/61_tsunagari.pdf
https://www.hmkt.jp/67_2023yosoku.pdf
https://www.hmkt.jp/67_2023yosoku.pdf
https://www.hmkt.jp/68_2022tokei.pdf
https://www.hmkt.jp/98_2050kokusei.pdf
https://www.hmkt.jp/98_2050kokusei.pdf
https://www.hmkt.jp/129_kota.pdf
https://www.hmkt.jp/133_anzenhosho.pdf
https://www.hmkt.jp/136_history.pdf
https://www.hmkt.jp/137_2050.pdf
https://www.hmkt.jp/137_2050.pdf
https://www.hmkt.jp/159_2100yosoku.pdf
https://www.hmkt.jp/159_2100yosoku.pdf
https://www.hmkt.jp/168_kakomirai.pdf
https://www.hmkt.jp/169_ayamachi.pdf
https://www.hmkt.jp/192_kadai.pdf
https://www.hmkt.jp/192_kadai.pdf
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ように、大所高所から、出来るだけ現地に足を運んで、五感で実態を確認することが大切で

す。 
インドネシア進出準備のための現地出張スケジュール 
中小企業のためのインドネシア事業環境最新事情 
進出先としてのインドネシアの優劣 
ASEAN5 ヵ国を徹底比較 
これからどうなるインドネシアでの業務展開 
一週間の現地出張でインドネシアを実感出来る方法 
インドネシアでの事業に必要な許認可の全て 
インドネシアの発展を妨げる 10 の問題 
日本の失われた 30 年間でインドネシアはどう変わったか 
国際情勢からインドネシア事業の将来を予測する 

1.1.1 調査項目・範囲確認 
アセアン投資環境比較では 12 の分野について、全部で 70 項目の比較データを用いてイ

ンドネシアの優位性と劣位性を評価しています。投資環境の確認はこの範囲から必要な

ものを抜き出して見ると良いでしょう。 
アセアン主要国のビジネス環境比較 
インドネシア進出成功のチェックポイント 158 
進出先国についての調査ポイント 

1.1.2 資材・部材調達可能性調査 
インドネシアは豊富な資源に恵まれていますが、それを工業材料に加工するための上流

のサプライチェーンがほとんど存在しないため、多くの資材・部材の調達を他国からの

輸入に頼っています。インドネシア国内で何が現地調達出来るのか、輸入出来るものは

何なのかを事前に押さえておくことがスムーズな事業展開の鍵となります。個別品目の

手配先調査については 12 項で詳しく述べますが、業界全体についての情報はインドネ

シア工業省あるいはインドネシア商業省の、予約不要のお客様相談センターを訪問して

問い合わせるのが一番早くてかつ正確と思われます。英語またはインドネシア語で、懇

切丁寧に教えてもらえます。 
1.1.3 事業活動コスト調査 

資材・部材の調達コストは前項で調査しますが、人件費やその他経費については

JETRO が定期的に発行しているアジア・オセアニア投資関連コスト比較調査表を参考

に出来ます。 
インドネシアで事業展開する際の各種コスト解説 

1.1.4 マーケット調査 
外部の専門家やコンサルティング会社に有償で委託することも可能ですが、ここで見通

しを誤ると後々大変苦労することになりますので、出来るだけ自身で足を運んで五感で

確認することが大事です。調査に際してはマーケティングの標準プロセスに沿って、マ

ーケティングの 4P、すなわち、Product どんな商品を、Place どこで、Price どんな価

https://www.hmkt.jp/113_shucho.pdf
https://www.hmkt.jp/143_saishin.pdf
https://www.hmkt.jp/157_yuretsu.pdf
https://www.hmkt.jp/164_asean5.pdf
https://www.hmkt.jp/164_asean5.pdf
https://www.hmkt.jp/176_kongo.pdf
https://www.hmkt.jp/179_jikkan.pdf
https://www.hmkt.jp/58_izin.pdf
https://www.hmkt.jp/117_10mondai.pdf
https://www.hmkt.jp/120_30tahun.pdf
https://www.hmkt.jp/186_kokusai.pdf
https://www.hmkt.jp/29_asean.pdf
https://www.hmkt.jp/62_checkpoint.pdf
https://www.hmkt.jp/62_checkpoint.pdf
https://www.hmkt.jp/171_studypoint.pdf
https://www.hmkt.jp/182_costkaisetsu.pdf


 

 6 / 65 
 

格で、Promotion どのような販促手段で売るのかを見定めます。 
インドネシアの島別に考えるビジネスチャンス 
インドネシア今後の成長産業トップ 10 
インドネシアと日本の物価徹底比較 
インドネシアの産業別市場規模 

1.2 事業計画立案 
中小企業の多くは日本においても 3 ヵ年または 5 ヵ年の中期事業計画を毎年作成し、それを

基に年間月次予算を立てていません。創業者でオーナーである社長の永年の経験と勘と度胸

で、頭の中で事業計画を組み立てている場合が多いようです。しかし、全く未知の国ではこ

れは通用しません。社長の頭の中の計画を形式知に変換し、文章と数値で可視化して関係者

で共有しないと、荒波の中に漂う船の中で、船員各自がてんでバラバラに動き回るようなも

のでとても危険です。 
1.2.1 経営基盤診断 

そもそもインドネシアに限らず、海外進出するだけの体力が本社にあるのか、会社の体

質が海外進出に向いているのかを、ヒト・モノ・カネの面からもう一度良く考えてみま

す。誰がこのプロジェクトを推進するのか、現地に駐在出来る人材は居るのか、インド

ネシア市場に適した商品を作れるのか、最低投資額約 8,000 万円を失った場合でも本社

は大丈夫なのか等々の他、経営力そのものをインドネシア進出企業経営基盤診断リスト

で確認します。 
1.2.2 バリューチェーンプロセス診断 

Value Chain 全体図を参考に、自社の特徴や競争力はどこにあるのかを考えてみます。

そしてその部分をインドネシアに進出することで活かすことが出来るのか、どうやって

活かせるのかを検討します。また、インドネシアで独立した法人として運営する場合、

極端に脆弱で企業全体の足を引っ張る分野が無いかなども検討します。インドネシア進

出に際して特に大事なことは、材料調達～生産～販売までの大きなサプライチェーン全

体図を描いてみることです。サプライチェーン可視化マニュアルを参考にして、各段階

での売上金額、在庫レベル、発注リードタイムなどを追記することで更に把握度が上が

ります。常にサプライチェーン全体を俯瞰して、決して木を見て森を見ない仕事の進め

方に陥ってはなりません。 
インドネシア事業戦略をバリューチェーンで考える 

1.2.3 SWOT 分析 
インドネシア進出事業 SWOT CROSS 分析シート上で、市場開拓、商品開発、顧客管

理、製造販売、財務、人材の五分野について、強み、弱み、機会、脅威を書き出しま

す。そして強みと機会の組み合わせから強みを生かす戦略、強み、弱みの組み合わせか

ら弱みを克服する戦略を、強みと脅威の組み合わせから脅威を最小化する戦略を、弱み

と脅威の組み合わせから危険・危機における戦略を考えます。 
インドネシア進出の落し穴に注意 
インドネシア進出の業種別 SWOT 分析 

https://www.hmkt.jp/30_shima.pdf
https://www.hmkt.jp/42_top10.pdf
https://www.hmkt.jp/42_top10.pdf
https://www.hmkt.jp/115_bukka.pdf
https://www.hmkt.jp/124_marketscale.pdf
https://www.hmkt.jp/103_valuechain.pdf
https://www.hmkt.jp/82_otoshiana.pdf
https://www.hmkt.jp/111_gyoshubetsuswot.pdf
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リスク最小でインドネシア事業を展開する方法 
インドネシアの仕事で良かったこと悪かったこと 

1.2.4 事業戦略策定 
上記の四つの戦略を統合して一つの事業戦略を確立します。この際気を付けなくてはい

けないこととして、戦略、戦術、戦法を区別して混在させないことです。目安として戦

略は 5 年以上をかけて実現すべきこと、戦術は各年度で実現すべきこと、戦法とは毎月

の施策と考えるべきでしょう。特に日本企業は戦法を考えるのは得意ですが、長期的な

戦略を考えるのが不得意で、無いままに突き進むことがあり危険です。 
インドネシアで成功している日本企業の共通点 

1.2.5 市場戦略策定 
どんな分野であれ、民間の事業において市場を考えずに進められることは無いはずで

す。前述のバリューチェーンにおいても、事業の勝敗を決めるのはマーケティングであ

ると思います。まずはマーケティング戦略立案フォームを埋めてみましょう。 
インドネシアならではのビジネスチャンス 

1.2.6 中期事業計画策定 
上記の事業戦略を実現するための具体的な施策をインドネシア進出事業計画書に、文章

と数値で記載します。数値編のいくつかのセルには試算上関連するセルとリンクが貼ら

れていますので入力の際にはご注意下さい。期間は 5 年で、毎年向う 5 年分を更新し、

直近の 1 年分を月次に分解して年間予算とします。毎月の予算と実績の差異を確認、分

析して、年間予算を達成するための翌月からの具体的な施策を計画し実行するという経

営の PDCA サイクルを回すための基盤となる計画です。一番大事な指標はもちろん正

味利益で、インドネシア国内の金利を上回る率を達成することが求められます。他にも

目標とする経営指標は色々とありますので自社の特性に合ったものを、経営指標事例か

ら選ぶと良いでしょう。目標値を改善するための施策としてインドネシア現地法人業績

改善特性要因図を参考に出来ます。財務諸表の数値についてはインドネシア進出企業財

務データ表にまとめておくと便利です。また、投資金額を回収する手段としての、配当

金、技術援助料、本社から輸出する部品や材料の売上利益を合算して、何年間で回収出

来るのかを予め見極めておくべきです。 
中期事業計画のための戦略策定 

1.3 進出形態確立 
インドネシア国内の法律や規制、市場の特徴、現地調達の可能性、そして自社製品の特性や

企業能力に最も適した進出形態を見極めます。ここでは合弁での製造会社設立を前提に解説

していますが、他にも色々な進出形態がありますので、改めて違う形態での可能性も考えて

みる価値はあります。 
インドネシアビジネスで失敗するパターン 
インドネシア事業展開八つの手段 
50 万円でインドネシアに会社を作る 
インドネシアを誤解し敬遠している日本人のために 

https://www.hmkt.jp/154_risksaisho.pdf
https://www.hmkt.jp/122_yoshiashi.pdf
https://www.hmkt.jp/73_seikojirei.pdf
https://www.hmkt.jp/114_chance.pdf
https://www.hmkt.jp/187_senryaku.pdf
https://www.hmkt.jp/35_shippai.pdf
https://www.hmkt.jp/51_jigyotenkai.pdf
https://www.hmkt.jp/54_pmdn.pdf
https://www.hmkt.jp/54_pmdn.pdf
https://www.hmkt.jp/138_gokai.pdf
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輸出拠点としてのインドネシア 
1.3.1 会社設立条件確定 

インドネシア現地法人を設立する場合、その都度あわてて考えるのではなく、インドネシ

ア会社設立条件確認リストに沿って、多くのことを事前に決めておく必要があります。ま

た、インドネシア進出決断の前にすべきこともたくさんありますので、これらについても

確認します。 
インドネシア進出の前に決めること 

1.3.2 進出判断 
諸条件を整理した後に、進出のロードマップに沿って大きな問題がないかどうか、インド

ネシア進出ロードマップチェックリストで確認します。 
海外進出の是非を判断するための指針 
インドネシア進出による日本側のメリットは何か 
インドネシア進出時の悩み解消方法 
インドネシア進出の動機は何ですか？ 
インドネシア進出の適正診断 
インドネシア進出の是非を財務諸表で評価する 
インドネシア進出の可否判断ガイド 

1.3.3 立上プロジェクト体制確立 
現地法人立上プロジェクトとして、インドネシア工場立上時現地側社員準備業務を参考

に、いつ、誰が、何をするのかを確定します。 
インドネシア進出におけるコンサルタント活用のメリット 
インドネシア進出の前に本社側に求められること 
インドネシアでの事業展開に役立つサービス 
PMBOK をインドネシア事業で活用する 

1.4 合弁事業展開 
進出形態の大きな区分として、独資で会社を設立するか、あるいはインドネシアの個人または

法人との合弁で会社を設立するかを選択します。製造業は独資での会社設立が認められてい

ますが、他の分野では投資ネガティブリストに関する大統領令で出資比率などが規定されて

いるため合弁相手が必須となります。 
インドネシアで合弁会社を作る 

1.4.1 合弁相手候補開拓 
合弁相手を探すのは結婚相手を探すのと同じくらい難しく大事なことです。日本国内で

取引のある銀行や商社に紹介してもらうなど、人的ネットワークを活用して最適な候補

を探すことになります。インドネシア商工会議所やインドネシア経営者協会に候補企業

を紹介してもらう方法もあります。日本留学生 OB 連絡会は日本通のパートナーを見つ

けるのに良いかもしれません。最近では日本またはインドネシアでの産業展示会で出会

った相手と合弁を組む事例も増えています。 
インドネシア証券取引市場でビジネスパートナーを見付ける 

https://www.hmkt.jp/166_export.pdf
https://www.hmkt.jp/60_kimeru.pdf
https://www.hmkt.jp/102_handan.pdf
https://www.hmkt.jp/107_merit.pdf
https://www.hmkt.jp/121_nayami.pdf
https://www.hmkt.jp/134_doki.pdf
https://www.hmkt.jp/141_shindan.pdf
https://www.hmkt.jp/158_zaimuhyoka.pdf
https://www.hmkt.jp/170_handanguide.pdf
https://www.hmkt.jp/105_consultant.pdf
https://www.hmkt.jp/139_honsha.pdf
https://www.hmkt.jp/140_service.pdf
https://www.hmkt.jp/118_pmbok.pdf
https://www.hmkt.jp/118_pmbok.pdf
https://www.hmkt.jp/53_goben.pdf
https://www.hmkt.jp/146_idx.pdf
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インドネシアの企業グループ 
インドネシアの同業者組合 

1.4.2 合弁相手候補調査 
仮に信頼のおけるルートで紹介された場合でも、必ず自分自身で相手の素性を確かめる

ことが大事です。ましてや展示会やビジネスマッチングでの出会いがきっかけの場合は

必須です。 
1.4.2.1 信用調査 

日系の銀行に依頼することも可能ですが一件につき 30 万円前後かかります。既に取

引のある日系企業を聞き出し、そこに聞いてみるのも一つの手段です。会社名の末尾

に Tbk（Terbuka:開かれたの略語）と表記されており、インドネシア国内の証券取

引所に上場している場合は比較的信用度が高いと言えるでしょう。 
1.4.2.2 会社定款入手 

なかなか提示してくれない場合が多いのですが、当然の権利として要求すべきでし

ょう。しかし、当然向こう側からも提示を求められることがおおいので、予め英訳版

を準備して公証役場にて認証を受けておく必要があります。英訳版は現地法人設立

手続きの際にも必要となります。 
1.4.2.3 財務報告書入手 

上場企業であれば公開されていますので、会社ホームページなどに掲載されている

のが通常です。そうでない場合はやはり当然の権利として要求すべきでしょう。しか

し、当然向こう側からも提示を求められることがおおいので、予め英訳版を準備して

おくと便利です。 
1.4.3 合弁交渉 

合弁交渉の最大の要件は資本比率です。資本比率により会社の方針を決める株主総会で

の権限が変わります。交渉相手が複数の場合は合弁相手候補評価リストを使うと便利で

す。 
1.4.4 契約書弁護士チェック 

もしも相手側から合弁契約書の雛形が提示され、それを基に契約を進める場合は、日本国

内あるいはインドネシア国内にある日本側の弁護士に内容のチェックを依頼することを

薦めます。 
1.4.5 合弁契約 

もしも日本側で契約書を用意する場合は、一般社団法人日本商事仲裁協会が発行してい

る合弁契約書を基に、和英併記の契約書雛形が使えます。 
1.4.6 合弁契約調印式 

資本比率には関係なく、活動拠点となるインドネシア側の顔を立てる形で、インドネシア

側の主導と慣習でセレモニーを執り行うことが大事です。費用はもちろん合弁の現地法

人が負担することになりますが、通常はまだ実態がないため、インドネシア側で仮払いに

しておきます。所轄の政府機関幹部の他に、将来の顧客候補や大事な調達先なども招待す

べきです。 

https://www.hmkt.jp/110_group.pdf
https://www.hmkt.jp/174_asosiasi.pdf
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2 会社設立 

 

インドネシア会社法 2007 年第 40 号に則り会社を設立します。2017 年以降はそれまでとは逆の順番で、

会社設立の後に投資認可を受けることになっています。 
インドネシアの会社法・投資法を読み解く 

2.1 会社名登録 
最初に行うことは公証人を通じて法務人権省に会社名を登録することですが、通常は三つの候

補名が求められます。株式会社の場合、会社名は有限会社を意味する Perseroan Terbatas の略

語 PT.で始まり Indonesia で終わるのが普通ですが、その間に二つ以上の固有名詞をインドネシ

ア語で挿入して組み立てます。 
2.2 会社設立証書 

公証人に依頼して準備しますが、合弁会社の場合は合弁契約書の内容を反映させるように要請

します。 
2.2.1 現地法人会社定款 

公証人が会社法に則りインドネシア語で作成します。合弁会社の場合は合弁契約書の内

容を反映させます。 
2.2.2 現地法人代表者身分証明書／旅券 

代表取締役がインドネシア人の場合は身分証明書 KTP、日本人の場合は旅券の写しを提

出します。 
2.2.3 取締役、監査役宣誓書 

取締役と監査役（コミサリス）の全員からそれぞれの責務を引き受ける旨の宣誓書を提

出します。 
2.2.4 代理人委任状 

会社設立の一連の手続きを代行してもらう公証人に対して発行します。 
2.2.5 設立証書作成 

公証人が上記の会社定款を基に作成し、発起人と立会証人による署名の後に法務人権省

https://www.hmkt.jp/97_yomitoku.pdf


 

 11 / 65 
 

に提出し、法務人権大臣から認証を受けます。 
2.3 本籍証明書 

設立申請された会社が実在することを証明するための居住者証明です。 
2.3.1 仮事務所賃貸契約書 

まだ土地の売買契約や登記変更が終わっていない場合は上記の居住者証明は発行されな

いため、暫定的に仮事務所や代理人の住所で代行します。 
2.3.2 申請～取得 

管轄する地方政府から発行され、Surat Domisili と呼ばれます。 
2.4 納税者登録番号 NPWP 

会社が登記されると納税義務が生じ、毎月の源泉徴収や前払申告などに必要となる登録カー

ドです。 
2.4.1 申請～取得 

オンラインでの申請手続きとなります。 
2.5 PMA 銀行口座 

法務人権省での会社登記の条件は資本金のうち、払込資本金が実際にインドネシア国内の銀

行口座に振り込まれたことが銀行により証明されることです。 
2.5.1 PMA 口座開設 

現在は PMA(Penanaman Modal Asing:外国投資)口座と普通の口座の区別は無くなりま

したが、インドネシアの銀行あるいは日系の銀行に新会社の口座を開設します。定款の

中で資本金を米ドルで定めた場合のため、あるいは輸出入決済を米ドルで行う時のため

の米ドル口座と、ルピア決済に限定されている国内取引や給与支払いのためにルピア口

座を別々の銀行に開設するのが大方の形です。日本の全ての都市銀行は支店（東京三菱

UFJ 銀行のみ）あるいは合弁会社を設けていますが、多くの地方銀行や信用金庫もイン

ドネシアの銀行と業務提携を結び、Japan Desk と称して日本人を常駐させていますの

で、取引のある日本での金融機関を通じて開設手続きを進めることが容易になっていま

す。 
2.5.2 授権資本額の 1/4 以上払い込み 

会社法に則り、授権資本の 1/4 を払込資本金として上記の口座に振込ます。外国資本の

会社は外国投資法により、授権資本は最低額 Rp.100 億（約 8 千万円）と定められてい

ますので、その 1/4 の約 2 千万を用意する必要があります。 
2.5.3 銀行証明発行 

授権資本の 1/4 を払込資本金として口座に受け入れたことを証明してもらいます。 
2.6 設立登記 

上記の条件を満たしたところで法務人権大臣の名前で登記が行われ、官報に掲載されます。 
2.7 商標登録申請 

会社登記が済んだところで、出来るだけ早く商標登録の手続きを行うことが薦められます。

申請から登録まで 2 年かかりますが、知らない間に会社名や商品名が他人により登録されて

しまい、使えないとか買い取りを迫られるケースもあります。現地の特許事務所に委託すれ
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ば、何も問題がない場合は 1000 ドル程度で済みます。 
2.8 VAT 課税業者登録 

Value Added Tax (VAT)は日本の消費税と仕組は同じで率は 10％です。あらゆる取引に VAT
が課せられるため、この番号を取得しておかないと何も売買が出来ず、操業準備も進められ

ません。申請はオンラインで行います。 
2.9 技術援助契約締結 

投資資金の回収方法として、株主配当と並んで大きな案件です。株主配当は利益が出ないと

実現しませんが、技術援助料は通常は売り上げの 3％を上限として設定しますので、投資資

金を早期に回収したい場合に有効です。日本の親会社からインドネシアの小会社に対して、

技術資料提供、技術者派遣、研修生受入などを通じて技術援助を行ったことに対する対価支

払のために技術援助契約書を締結します。インドネシアの子会社の資金繰りを助けるため

に、意図的に契約締結を数年遅らせることもあります。 
2.10 権限規定作成 

特に合弁会社の場合は合弁相手企業から移籍して来た取締役や社員と一緒に仕事をするた

め、文書で取り決めておくことが極めて重要になります。インドネシア現地法人権限規定見

本はアメリカの生産性本部が発行した企業の全業務をベースに規定するものですが、実際は

インドネシア法人の規模や組織形態に準じてカスタマイズすることで問題ありません。 
2.11 レターヘッド、会社印作成 

会社登記が済んだ後は色々な申請や承認時に会社のレターヘッドやスタンプが欲しくなりま

す。他社のものを参考にして早目に用意しましょう。レターヘッドを作る際には、気を付け

ないと A-4 サイズではなく、legal サイズというインドネシア政府が公式書類に使っている

少し大きめのものにされることもありますので気を付けて下さい。 

3 投資認可 

 
投資認可手続きは 2017 年に導入された OSS(Online Single Submission)システムにより、基本

的にオンライン上で処理出来る様に簡略化されました。しかし、関連書類の提出や手続き料金の
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納入が確認されるまでは仮認可の項目もありますので完全オンラインではないことに注意が必要

です。また、このシステムの導入以降は会社設立が前提ですが、外資企業の場合、会社定款に定

められた出資比率や事業内容が認可される保証はないので、事前に投資調整省 BKPM のお客様

相談窓口、または東京にある BKPM 東京事務所にて確認することが無難です。投資認可やこの

後の輸入手続きに必ず必要なのがインドネシア産業分野分類基準 KBLI の番号で、自社の事業

や商品が該当する分類番号をオンラインサイトから確認しておくことが必須です。 
改善されたインドネシアの投資環境 
OSS システムでの会社設立・投資認可手続き詳細 
まるわかり KBLI 

3.1 事業識別番号 
OSS システムの導入で新たに設けられたもので、事業展開に必要で関連する以下の主な許認

可が、この番号の発行によって自動的に付与されます。 
3.1.1 事業識別番号取得 NIB 

OSS 局にオンラインで申請するもので、Nomol Induk Berusaha の略語です。 
3.1.2 社会保証保険加入 BPJS 

全ての会社に加入が義務付けられている従業員の社会保険番号で、Badan 
Penyelengara Jaminan Sosial の略語です。 

3.1.3 外国人労働者計画書申請 RPTKA 
外国人駐在員の就労ビザを取得するための人数枠を確保するための申請で、Rencana 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing の略語です。 

3.1.4 税制優遇措置申請 
特定開発地域など僻地への投資や特定の業種への投資に対して付与される優遇措置で

す。 
3.1.5 会社登録証 TDP 

企業の ID カードみたいなもので、Tanda Daftar Perusahaan の略語です。 
3.1.6 輸入者番号 API 

機械、設備、資材、製品などを輸入する資格を証明するものですが、実際はこの他に関

連するいくつかの許認可が必要で、これだけでは何かを輸入することは出来ませんので

注意して下さい。API は Angka Pengenalan Importir の略語です。 
3.1.7 通関アクセス権 

オンラインで通関申請をするためのものです。 
3.1.8 納税者番号 NPWP 

2.4 で述べた通りで、Nomol Pengenalan Wajib Pajak の略語です。 
3.2 製造事業許可 IUI 

事業許可 Izin Usaha のうち、製造業者に求められるのは製造事業許可 Izin Usaha Industri
で、OSS システムから取得出来ますが、許可を完全なものにするには以下の手続きを済ませ

る必要があります。 
3.2.1 許可取得誓約書申請 

https://www.hmkt.jp/27_toshi.pdf
https://www.hmkt.jp/46_oss.pdf
https://www.hmkt.jp/46_oss.pdf
https://www.hmkt.jp/92_kbli.pdf
https://www.hmkt.jp/92_kbli.pdf
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OSS から取得した事業許可で事業を開始することは出来ますが、関連する手続きを別途

遂行することを誓約するものです。 
3.2.2 工業省システム/国家工業情報システム SIINas アカウント取得 

工業省管轄の許認可をオンラインで受け付ける SIINas のアカウントを取得します。 
3.2.3 事業許可申請 

OSS システムから申請します。 
3.2.4 工業省証明書の取得 

操業に必要な証明書を工業省から発行してもらう場合もあります。 
3.2.5 工業データ入力 

工業省証明書を取得した後に SIINas システムから入力することを求められるもので

す。 
3.2.6 現場調査 

製造事業を正式に発行する前に投資調整省から投資実行状況を確認に来ます。 
3.2.7 立地許可取得 

その土地を工場建設に活用することを認めるもので、工業データ入力と現場調査の後に

取得され Izin Lokasi と呼ばれます。 
3.2.8 水域立地許可取得 

土地が海岸や小さい島の中にある場合に必要となります。 
3.2.9 環境許可取得 

立地により必要とされる許可が異なるため管轄の政府機関に確認することが必要です。 
3.2.10 建設許可 IMB 取得 

実際の建設工事に着手する前に申請するもので、申請受理証明で工事は着工出来ます。

IMB は Izin Mendirikan Bangunan の略語です。 
3.2.11 事業許可有効通知 

OSS システムから発行されるものです。 
3.3 操業許可 

事業許可の他に、業種業態により色々な許可を管轄官庁から取得する必要があります。 
3.3.1 事業開始準備 

それら操業許可の取得と併行して事業を始めるための物理的な準備を進めます。 
3.3.2 管轄省庁許認可取得 

扱う材料、製品、商品の輸入、製造、販売に関わる許認可を取得します。 
3.3.3 操業許可取得 

全ての許認可が揃った段階で正式な操業が可能となります。 

4 用地取得 
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工業団地の中に用意されているレンタル工場、賃貸目的の工場や倉庫、あるいは合弁相手の工場

の一画を借りない限り工場建設用の土地を手に入れなくてはなりません。 
4.1 候補物件調査 

インドネシア政府による投資促進セミナーなどでは既存の工業団地が紹介され、あたかも工

業団地に入居するしか道はないように誤解される方もいるようです。確かに工業団地に入居

する方が法律、インフラ、治安、環境対策などのトラブルが少ないので安心です。しかし、

その分値段も高いので、もっと安い土地を探すとなれば工場用地に使える空き地とか休耕田

を探すことになります。2021 年時点で工業団地の中でも高価なところは、平米当たり 200
ドル以上はすると思いますが、辺鄙な場所を厭わなければ数ドルで手に入る物件もあるでし

ょう。 
上手な工場用地の探し方 
上手な工業団地の選び方 
インドネシアの経済特区の紹介 

4.1.1 候補物件資料入手 
工業団地内の物件であれば管理会社に要求すれば送ってもらえます。しかし、一般の用

地については現地の不動産やゼネコンなどから紹介してもらわないとなかなか探せませ

ん。 
4.1.2 候補物件絞り込み 

工業団地内の物件であれば情報も得易く条件が比較し易いので絞り込みは比較的簡単で

す。しかし、一般の用地の場合は用地そのものの使い勝手や環境は勿論のこと、法的に

どのような扱いになっているのかを、出来れば土地の売買契約問題に詳しい地元の土地

公証人 PPAT に間に入ってもらった方が安心です。 
4.1.3 現地調査 

言うまでもありませんが絞り込んだ候補地は必ず自身の五感で確認すべきです。その土

地そのものだけに限らず、特に一般用地の場合はアクセス道路の状態、周辺の村落との

関係、日本人も含めた従業員の生活環境などを入念に調査しなくてはなりません。

https://www.hmkt.jp/109_tanah.pdf
https://www.hmkt.jp/150_kawasan.pdf
https://www.hmkt.jp/151_tokku.pdf
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Google Earth と Street View を使ってその地域一帯の様子を調査するのも良いでしょ

う。 
4.2 用地契約 

インドネシアの土地に関する法律は複雑でかつ不明なことが多く、手続きに際しては細心の

注意が必要です。しかし外国人である我々が細部に立ち入ることはほぼ不可能ですので、上

記に述べた土地公証人 PPAT の助けを借りることは必須です。 
4.2.1 条件交渉 

候補物件の土地価格相場を確認する方法としては、管轄の税務署に課税標準価格を問い

合わせるか、土地鑑定士に調べてもらうかの何れかの方法があります。普通の空き地の

場合は所有者の合意の下に、農耕に使われていたり、住居に使われていたりすることが

ありますので、それらを撤去して更地にすることを前提に交渉すべきです。不法に農耕

目的や居住目的に使われている場合は特に、撤去期限を厳密に取り決めなくてはなりま

せん。 
4.2.2 PPAT による土地権利書確認 

インドネシアでは土地そのものは基本的に全て国のものであり、インドネシア国内の個

人あるいは法人はその土地の利用権を所有し売買します。外国人あるいは外国籍の法人

は所有および売買の権利はありませんが、インドネシア国内に投資した外国資本企業は

権利を売買し所有することが出来ます。権利にはいくつかの種類がありますが、工場建

設を目的とする場合は建設目的権利 HGB(Hak Guna Bangunan)を売買し所有すること

になります。この権利は初回の売買では 30 年間の有効期限があり、その後は 20 年間の

延長が認められ、さらにその後には 30 年間の更新の権利を与えられています。延長は

手続き費用だけで済みますが、更新の場合は売買価格の支払が生じます。土地の権利書

を確認する際には、有効期限があと何年残っているのかを忘れずに確認しなくてはなり

ません。 
4.2.3 不動産所得税・取得税・購入者の名義変更料納付 

土地を売った側は不動産販売所得税として土地代金の 5％、買った側は土地取得税とし

て同じく 5％を名義変更料と共に国税庁に納税することで権利の移転が認められます。

課税対象価格は売買価格と税務署の標準価格のうち高い方が適用されます。 
4.2.4 土地売買証書（AJB）作成 

権利が移転されたことを確認してから売買証書を土地公証人 PPAT に作成してもらいま

す。 
4.2.5 土地代金支払い 

土地代金の支払には付加価値税 10％が伴います。 
4.2.6 売買証書署名 

土地公証人 PPAT の立ち合いの下に署名を行います。 
4.2.7 土地名義変更 

以上の全ての手続きを終えて初めて土地の名義が変更されます。長い時は半年以上かか

る場合もあるため、建設工事は先行して始めることがほとんどですが、土地公証人
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PPAT の判断の下に開始タイミングを決めることが重要です。 
4.3 インフラ整備 

工業団地に入居する場合は既に整備されており、接続工事も団地管理会社の方で手配しても

らえるので心配はありませんが、一般用地の場合は基本的に自分で整備しなくてはなりませ

ん。 
4.3.1 電力 

大容量の場合は敷地内に受電小屋を建てて高電圧で引き込むことになりますので、三年

先くらいまでの需要電力を試算して、国営電力会社 PLN の管轄の事務所に申し込むこ

とになります。実際には手続きに慣れているゼネコンに代行してもらうのが良いでしょ

う。 
4.3.2 上下水道 

上水道が引ける場合は国営水道局 PAM に申込みますが、場所により引込が難しい場合

は地下水を汲み上げる許可を取らなくてはなりません。一般の用地に下水道があること

はまずありませんので、インドネシアでは地下浸透式の浄化水槽を埋めるのが普通で

す。 
4.3.3 通信 

固定電話回線とインターネット回線を引き込む場合、近くまで幹線が来ていないと費用

が大掛かりになり、開通まで時間もかかるので、当面は Wi-Fi で対処することを余儀な

くされることも多くあります。 
4.3.4 道路 

道路が通じていない場所は滅多にありませんが、機械の搬入時や商品の出荷時に 40 フ

ィートコンテナーを積んだトレーラーが通過出来るかどうかを基準にしておくと安心で

す。  
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5 地方政府認可取得 

 
操業開始に必要な中央政府からの許認可は OSS システムから自動的に取得出来ることになって

いますが、地方政府から従来の手続きに基づいて取得して別途提出することを要求される許認可

があります。通常は建設工事を委託するゼネコンに一連の手続きを代行してもらいます。 
5.1 土地利用許可 

その土地を利用するために管轄する地方政府から発行してもらいます。 
5.1.1 土地原則許可 PPL 

土地許可とは別に必要とされるもので Izin Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan の略で

す。 
5.1.1.1 申請～取得 
5.1.1.2 土地支配利用証明 PPAT 

申請するのに際して土地公証人 PPAT から発行してもらうものです。 
5.1.2 土地許可 IL 

この土地を工場建設に利用しても良いとする許可です。 
5.1.3 環境影響分析承認 AMDAL 

この土地に工場を建てても環境に問題ないことを管轄機関が承認した環境影響報告書で

す。 
5.1.4 Master Plan 

土地原則許可を申請する際に提出するものです。 
5.1.5 Block Plan 

土地原則許可を申請する際に提出するものです。 
5.2 建設許可 

実際の建設工事に着手する前に申請するもので、申請受理証明で工事は着工出来ます。 
5.2.1 建築許可（仮）IMB 
5.2.2 建物利用許可 IPB 
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5.3 環境許可 
立地条件により要・不要が異なりますがいずれも操業開始までに取得しておくことが求めら

れます。 
インドネシア工場の環境対策 

5.3.1 事業拠点許可 SITU 
5.3.2 環境監視/管理方法 UKL/UPL 
5.3.3 迷惑条例許可 UUG 

政府により指定された環境問題の専門機関が実地調査も含めて作成する環境問題対策の

報告書で、案件が多いと待ち時間が長いため要注意です。 

6 工場建設 

 
工場建屋を準備する手段としては自前の建物を新築する以外に、既存の建物を買い取る方法やレ

ンタル工場を借りる方法があります。ここでは自前の建物を新築する手順について説明します

が、生産規模が小さく、1,000 ㎡程度の建物で十分であるとか、先ずは数年間試しに事業を展開

してみて、撤退する場合のことを考えてリスクを最小にしておきたい場合などは、工業団地が用

意しているレンタル工場を選択した方が良いでしょう。レンタル工場の契約に際しては確認項目

が色々とありますので、値段だけで判断しないことが肝要です。 
失敗しないインドネシアでの工場建設 
上手なレンタル工場の探し方 

6.1 建屋建築 
自前の工場建屋を新築する場合は、よほど大規模なプラント以外は設計事務所やコンサルタ

ントの機能も含めて、ゼネコンに一括で委託する方法が一般的です。 
6.1.1 見積依頼仕様書作成 

建築工事の内容が不明確なほどゼネコン側は保険をかけるため見積価格は高くなりま

す。出来るだけ正確な見積価格を得るためには建築工事の仕様を詳細に提示することが

求められます。ここで提示した仕様は二次、三次の見積交渉においてゼネコン側の提案

https://www.hmkt.jp/59_kankyo.pdf
https://www.hmkt.jp/34_kojokensetsu.pdf
https://www.hmkt.jp/108_rental.pdf
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を基に変更することも可能ですので、あまり正確を期す必要はありません。 
6.1.2 競争入札業者募集 

日系あるいはローカルのゼネコンに対して競争入札への参加をメール等で求めますが、

最近ではローカルゼネコンも実力を上げて来ていますので、日系に拘ることはないと思

いますが、逆に全て日系とか全てローカルとかは避けて、違った観点からの提案を求め

た方が良いでしょう。入札業者は当然のことながら競争入札となりますので、5 社前後

が妥当でしょう。 
6.1.3 地質調査 

建物を使い出してから床が沈んだなどの問題を起こさないように、工業団地内であって

も必須です。もし入札前に手配することが難しい場合は、別途料金で落札したゼネコン

に依頼することも可能です。特に海岸に近い土地では注意しなくてはいけません。 
6.1.4 入札説明会～入札～建設業者決定 

入札参加ゼネコンには詳細仕様書や概略図など提案に必要な情報を事前に送っておき、

入札説明会にて具体的な質疑応答が交わされるようにします。説明会の後も随時質問を

受け付けることで、各ゼネコンの本気度や実力を推し量ることも出来ます。業者の決定

に際しては、価格、納期、品質、支払条件、政府関連手続きに対する対応、アフターサ

ービスの面から評価します。最終的に一社に絞るまでは、二回以上の再見積り依頼と交

渉が必要となります。 
6.1.5 契約～実施設計 

落札業者が決まり工事契約を交わした後には実際に工事を行うための設計へと進みま

す。最初に詳細仕様を詰めておかないと、この時点で追加や変更のために価格の見直し

を余儀なくされてしまいます。諸々の許認可申請もこの設計を基に進めます。 
6.1.6 安全祈願祭 

日本では鍬入れ式とも呼ばれるもので、工事期間中の安全を祈り、ゼネコンが主宰して

イスラム式で執り行われるのが普通です。 
6.1.7 建設工事 

工事期間中はオーナーとして出来るだけ頻繁に工事現場を視察するようにしましょう。

譬え読めなくても図面を片手に視察するだけで、ゼネコンとその下請けの工事会社に対

する牽制となります。素人でも図面と実際の違いは簡単に発見出来るものです。 
6.1.8 建設進捗状況報告（四半期毎） 

投資調整省 BKPM に対して毎四半期毎に建設工事の進捗状況を報告します。 
6.2 生産設備 

工場建設に併行して生産活動に必要な機械・設備を調達しますが、建屋の完成タイミングに

合わせて、試運転を見込んだスケジュールを組まなくてはなりません。 
6.2.1 輸入設備リストアップ、資料準備 

輸入のところで詳しく述べますが、輸入税を支払って普通に輸入する場合でも資料は必

要ですが、輸入税免除優遇措置を受けるとか、中古設備を輸入する場合とかはこの準備

にしっかりと時間をかけることが大事です。 
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6.2.2 設備発注 
現地で購入出来るものは出来るだけ現地で手配した方が楽ですが、その場合は新規投資

や追加投資の際に得られる輸入税免除優遇措置を受けられなくなりますので、最終的に

どちらの調達コストが有利なのかを試算しなくてはなりません。尚、日本では三相

220V、単相 100V ですが、インドネシアでは三相 380V、単相 220V、全土が 50Hz で

すので、モーター関係の確認は必須です。 
6.2.3 設備輸入 

余程の大型機械でない限り、分解するなどしてコンテナーに入れて送ります。海上輸送

にはコンテナー船の上だけでなく、その前後も含めて一ヶ月以上が必要で、季節によっ

ては終始酷暑の環境に置かれ、海水の影響で錆が発生するリスクもありますので、梱包

には十分気を付けましょう。現地の工場に搬入する際に、どのような手段でコンテナー

から取れ出すかも配慮しておくと良いでしょう。 
6.2.4 現地調達設備手配 

中国製の機械設備は現地で比較的安く買えます。日系の機械商社に委託することも可能

ですが、まずは自分の五感でどのようなものが市場に出ているのかを地元の機械市場で

ある Pasar Glodok や、産業機械・設備・工具のデパートである Kawan Lama を見学

してみることをお薦めします。 
インドネシア国内での設備機械調達方法 

6.2.5 設備レイアウト工事 
機械設備を搬入、設置、電気回線接続、エア配管接続、水道管接続などの工事が必要で

すが、各種接続工事はゼネコンの契約の中に入れておくと実際の工事の際に、別々に発

注した工事会社間での責任逃れや重複を防げて安心です。接続工事の際に、工事材料の

不足や仕様の違いが発生して工事の遅れを生じさせないために、接続ポイントの仕様や

位置関係は出来る限り正確に図示しておくことが大事です。 
6.2.6 設備機械試運転 

メーカーあるいは代理店のサービスマンだけでなく、出来るだけその機械設備の取り扱

いに精通した本社のオペレーターにも来てもらうようにしましょう。 
6.3 管理インフラ 

通常は生産活動よりも先に必要となりますので、事務所の工事進捗に合わせて注文しておき

ましょう。 
6.3.1 事務機器手配 

前出の Kawan Lama も含めて基本的に全て現地で手配可能と考えて良いでしょう。 
6.3.2 車両等調達 

社用車として購入する、リース会社からリースする、レンタカー会社から長期契約で賃

貸するなどの選択肢があります。特に日本人の運転は安全上お薦め出来ないので、その

運転手の確保をどのようにするのかも含めて検討すると良いでしょう。インドネシア人

については、役員クラスは日本人と同等にする場合が多いのですが、マネージャークラ

スは車両のみ用意するか、あるいは車両手当を支給して自家用車として買わせるなどが

https://www.hmkt.jp/190_kikai.pdf
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大方です。 
6.3.3 情報システム環境整備 

インターネット回線への加入、各種サーバー設置、パソコンの購入、業務ソフトのライ

センス契約などですが、日本とのデータのやり取りがあるのが普通ですので、VPN 回

線の契約や日本語対応のハードとソフトの手配なども考えなくてはなりません。 
6.3.4 警備体制構築 

日本の警備会社である SECOM や ALSOK もインドネシアにおいて高度なサービスを

展開していますが、かなり高額です。比較的安くローカルのアウトソーシング会社にガ

ードマンを派遣してもらうことも可能です。もちろん社員としてガードマンを雇用する

ことも出来ますが、昨今は上記の外部委託が主流です。 

7 輸入許可 

 
ドネシアで事業展開する際に、機材や資材の輸入の必要性が発生すると、業務的に結構大きな負

担となります。インドネシアの場合、特に外資企業による輸入には色々な規制がかけられてお

り、その背景には国内産業の保護、外貨収支の赤字化回避などがあります。 
まるわかり保税工場に関する法令 
インドネシアの輸入手続きの仕組み 

7.1 製造会社輸入業者番号 API-P 
外資企業の製造会社に与えられる登録番号で、これだけで何かを輸入することは出来ません

が、まずはこれがないと輸入手続きに入れません。外資企業の場合は一企業一事業が大原則

のため、その事業に関わる品目のみ輸入が認められますが、全く関係のない分野の商品を輸

入することは出来ません。自社の事業や商品の分類はインドネシア産業分類基準 KBLI のオ

ンラインサイトで確認出来ます。 
7.1.1 会社商業登録 TDP 

企業の ID カードみたいなもので、Tanda Daftar Perusahaan の略語です。 
7.1.2 会社取締役納税者番号 

https://www.hmkt.jp/66_hozei.pdf
https://www.hmkt.jp/165_importsystem.pdf


 

 23 / 65 
 

輸入業者の登録申請はインドネシアに居住しているインドネシア人または外国人の取締

役にのみ権利が与えられています。 
7.1.3 輸入業者番号会社取締役証明写真 
7.1.4 申請～取得 

7.2 設備免税輸入 
新規投資あるいは追加投資に対して、インドネシア政府からの恩恵として、設備投資額の範

囲内での輸入に対して輸入税、輸入時前払法人税、輸入時付加価値税の支払が免除されま

す。但し、該当する品目はインドネシア国内での調達が不可能であることが前提となりま

す。 
7.2.1 資本財マスターリスト 

輸入税などの免除を受けたい品目の明細リストですが、後日輸入手続きを進める際の

Invoice や Packing List と記述内容が完全に一致するように注意しなくてはなりませ

ん。もし違っていると、輸入手続きが止められて、書類の再申請などに時間を取られて

港での倉庫代金が請求されたり、検査のために開梱されて機械が錆びたりする原因にな

ります。そのため、マスターリストでの輸入手続きの取り扱いに慣れたインドネシアの

輸入乙仲に支援サービスを依頼した方が無難でしょう。 
7.2.2 課税業者番号 PKP 

前述の納税者番号は主に法人税を納税する際に必要とされるものですが、物品やサービ

スを調達する際に輸入税や付加価値税を課税される際に必要となる登録番号です。 
7.2.3 通関登録番号 NIK 

輸入通関の手続きは乙仲に委託しますが、輸入申請は輸入者の名前で行いますので、そ

の際に必要とされ登録番号です。 
7.2.4 HS CODE 

Harmonized System の略語ですが、輸入や輸出をする際にその物品の種類を判別する

ための世界共通の識別番号です。但し世界共通なのは最初の 6 桁部分であり、その下の

3 桁以上は国により個別に設定されています。世界共通部分は日本の税関の輸出統計品

目サイトにおいて日本語で確認出来ます。そのコードを基にインドネシアの税関サイト

でインドネシア個別の 7 桁以降のコードを確認することも可能です。 
7.2.5 生産設備能力ニーズ計算書 

機械・設備毎に要求される加工能力リストで、通常は投入される材料のトン数で表記さ

れます。 
7.2.6 工場レイアウト図 

工場のレイアウト図の中に、各機械・設備を配置する場所を図示したものです。 
7.2.7 輸入申告書 

オンラインで行われますが、通常は乙仲が代行します。 
7.2.8 設備説明書・カタログ 

基本的に英文表記が求められますが、メーカーに英文カタログがあればそれで十分で

す。もし無い場合は日本語のカタログに英文の説明書を挿入するとか、写真を貼り付け
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た説明書を新規に作る必要があります。 
7.2.9 申請～取得 

通常はインドネシア側の乙仲が代行します。 
7.2.10 最新期投資活動報告書 

投資資金を活用して調達された機械・設備が実際に存在し稼働していることを投資調整

省に報告するものです。 
7.3 中古機械輸入許可 

インドネシア国内で調達が難しい機械であれば、中古品であっても輸入することが出来ま

す。但し、耐用年数が 20 年で、まだその年数まで到達していなくて利用価値があることを

証明しなくてはなりません。 
7.3.1 機械リスト 

所定のフォームに該当する品目を記載しますが、機械本体の他に刃物、金型、治具など

がセットで付いている場合は、個別に記載すべきか、あるいは付属品として一括で記載

すべきか、中古品の輸入に慣れた乙仲に相談すべきです。 
7.3.2 カタログ、図面、写真 

基本的に英文表記が求められますが、メーカーに英文カタログがあればそれで十分で

す。もし無い場合は日本語のカタログに英文の説明書を挿入するとか、写真を貼り付け

た説明書を新規に作る必要があります。 
7.3.3 HS CODE 

Harmonized System の略語ですが、輸入や輸出をする際にその物品の種類を判別する

ための世界共通の識別番号です。但し世界共通なのは最初の 6 桁部分であり、その下の

3 桁以上は国により個別に設定されています。世界共通部分は日本の税関の輸出統計品

目サイトにおいて日本語で確認出来ます。そのコードを基にインドネシアの税関サイト

でインドネシア個別の 7 桁以降のコードを確認することも可能です。 
7.3.4 申請～検査～認可 

輸入申請に基づき、インドネシア政府から委託されている国際的な検査機関の日本での

出先から、コンテナーに入れて出荷する前に技術員が現物検査に来ます。申請書類と現

物が一致しているかどうか、耐用年数期間中は問題無く動くかどうかを確認します。 

8 外国人労働者雇用 
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日本人駐在員は法的には外国人労働者と呼ばれ、外国人労働者雇用法によって管理され、様々な

規制の下で活動することを理解しなくてはなりません。日本においても外国人労働者が色々な規

制の下に活動が制限されているのと同じことです。投資して上げたとか、指導して上げるとか言

う上から目線での駐在はインドネシア人からも嫌われ、不要なトラブルを起こすだけです。 
インドネシア駐在員の適正判断 
外国人が注意すべき刑法改訂案の内容 
インドネシア入国ビザの取り方 

8.1 外国人雇用計画 RPTKA 
インドネシアに投資した外国資本企業に対して与えられる外国人労働者の雇用枠で、

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing の略語です。職務、滞在期間の他にインドネシ

ア人労働者の雇用者数、将来のインドネシア人後任者候補の人数、毎月の給料などを明記し

て投資調整省の認可を受け、各自の滞在ビザおよび就労ビザの申請に進みます。尚、外国人

は人事と経理の仕事に直接関わることは法律で禁止されていますが、取締役あるいはコミサ

リスとして、経営上の指導的な立場で関わることは可能です。 
8.1.1 会社組織図 

通常のピラミッド型の簡単な組織図の上に、外国人の配置を明示します。 
8.1.2 承認済労働報告証拠 

管轄の労働局に外国人労働者を雇用することの報告をした証明書です。 
8.1.3 パスポート全ページコピー 

対象となる日本人のパスポートの表紙・裏表紙も含む全ページコピーです。 
8.1.4 英文履歴書コピー 

現在所属している会社が発行するもので、その会社での主な履歴を記載したものです。

会社の公式レターヘッドで、社長あるいは人事部長などの署名があれば好都合です。 
8.1.5 英文卒業証明書コピー 

最終学歴に相当する学校から発行してもらいます。用途を伝えれば普通は主旨を理解し

て郵送してもらえます。 

https://www.hmkt.jp/131_tekisei.pdf
https://www.hmkt.jp/78_hukum.pdf
https://www.hmkt.jp/101_visa.pdf


 

 26 / 65 
 

8.1.6 申請～取得 
投資調整省 BKPM に OSS システムで投資申請すると自動で発行されます。 

8.2 外国人就労許可 IMTA 
外国人雇用計画 RPTKA を取得した後に申請する者で、いわゆる就労ビザです。 

8.2.1 労務報告 
管轄の労働局に外国人労働者を雇用することの報告をした証明書です。 

8.2.2 外国人労働者雇用補償金 DKP-TKA 納付 
インドネシア人材を育成するための基金として、外国人一人一ヶ月の申請に付き

USD100 を前納することになります。 
8.2.3 査証費用支払 BVTT 

e-VISA を発行してもらうための費用 Biaya Visa Tinggal Terbatas を支払います。 
8.2.4 電子査証 e-VISA 取得 

従来はインドネシアの労働省が各国の大使館宛てに発行する仮入国ビザで仮入国してい

ましたが、2020 年末からそれは不要となり、この e-VISA で仮入国出来る様になりまし

た。 
8.2.5 就労ビザ取得 

上記の仮入国ビザで入国した後に、インドネシアの移民局に出頭して正式な就労ビザを

取得します。 
8.3 滞在許可取得 

就労するために、あるいはその家族としてインドネシアに長期滞在するために必要な許可で

いわゆる滞在ビザです。仮入国ビザで入国した後に管轄の移民局に出頭して取得します。 
8.3.1 暫定居住許可 ITAS 

一年毎の更新となりますが、一年以上の滞在ビザに対して短期であるため暫定滞在ビザ

という意味合いの名前で呼ばれます。以前はカード形式で発行されていましたが、現在

は電子データ化されてカードではなくなったことからカードの頭文字である”K”が無く

なり KITAS が ITAS となりました。 
8.3.2 州警察報告証明書 BLPP 

暫定居住許可 ITAS を取得する際に一緒に取得します。 
8.3.3 州民・民事登録局居住地証明 SKTT 

暫定居住許可 ITAS を取得する際に一緒に取得します。 
8.3.4 就労報告書 

全ての許認可を取得して就労したことを管轄の労働局に報告します。 

9 補助事業許可 
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これまでに述べられた許認可はほとんどが中央政府の管轄ですが、事業内容によっては州、県、

市などの地方政府の許認可を別途取得する必要があります。地方によって必要の有無や条件が異

なりますので、操業した後から警告や課徴金などの対象にならないように事前に管轄の地方政府

に確認する必要があります。設備・機材に関するものについては、工場建設当初に分っている場

合はゼネコンに申請を代行してもらうと良いでしょう。 
9.1 倉庫登録 TDG 

倉庫建屋を別に所有する際に必要とされるものです。 
9.2 女子労働者夜勤許可 IKMW 

現在の労働法では、18 才未満の女性労働者を 23 時から 7 時までの時間帯に労働させてはな

らない、23 時から 5 時までの時間帯に女性労働者を就業労働させる雇用主は、往復出退勤

のための送迎手段を提供しなくてはならない、と規定されています。この時間帯に女性労働

者をシフトなどで勤務させる際に必要となるものです。 
9.3 シフト勤務許可 

労働法では勤務時間を週 40 時間としか規定していませんが、シフト体制を敷く場合に必要

となるものです。 
9.4 ボイラー使用許可 

乾燥機などの熱源として敷地内でボイラーを使用する際に必要となるものです。 
9.5 圧縮機使用許可 

圧縮空気を送るためのコンプレッサーを敷地内で使用する際に必要となるものです。 
9.6 搬送機械使用許可 

敷地内でフォークリフトなどを使用する際に必要となるものです。 
9.7 ディーゼル使用許可 

自家発電機などの動力源としてディーゼルエンジンを敷地内で使用する際に必要となるもの

です。 
9.8 配電・避雷針設置許可 

敷地内に配電盤や避雷針を設置する際に必要となるものです 
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9.9 下水排水許可 IPLC 
産業排水とは別の生活排水で、工業団地内であれば個別に取得する必要はありませんが、普

通の土地であれば要注意です。 
9.10 液体燃料備蓄許可 

自家発電機などの動力源としてディーゼルエンジンを敷地内で使用する際に、その燃料とし

て軽油などを備蓄する際に必要となるものです。 
9.11 地下水利用許可 IPA 

原則として利用禁止ですが、水道公社からの上水道が確保出来ず、地下水を汲み上げる際に

必要となるものです。 
9.12 湧水利用許可 SIPMA 

原則として利用禁止ですが、水道公社からの上水道が確保出来ず、湧水を引く際に必要とな

るものです。 
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10 人材確保・労務管理体制構築 

 
事業目標を達成するための組織を設計し、そこで機能する日本人社員ならびにインドネシア人社

員を確保し、その体制を運営するための仕組を作ります。 
10.1 組織体制構築 

現地法人を運営するための人材を募集する前にまずはその組織構造を描き、それぞれの役割

を明確にすることから始めます。 
現地法人責任者採用面接時の試験問題 
インドネシア現地法人の責任者を確保するには 
インドネシアの種族別特徴 

10.1.1 組織配置 
日本人駐在員は通常 5 年前後で交代しますが、インドネシア人社員は基本的に 30 年

以上勤務します。そのことを前提に、いつかはインドネシア人に全ての職務を移譲す

るくらいの展望をもって組織配置を考えるべきでしょう。 
10.1.2 権限・職務規定 

2.10 権限規定作成で述べたように、特に合弁会社の場合は合弁相手企業から移籍して

来た取締役や社員と一緒に仕事をするため、文書で取り決めておくことが極めて重要

になります。インドネシア現地法人権限規定見本はアメリカの生産性本部が発行した

企業の全業務をベースに規定するものですが、実際はインドネシア法人の規模や組織

形態に準じてカスタマイズすることで問題ありません。 
インドネシア現地法人に必要な社内規定 
インドネシア工場の業務分掌の作り方 

10.2 日本人社員 
将来的にはインドネシア人だけでの運営を目指すとしても、立ち上げ当初は色々な分野で日

本人駐在員の存在は必須です。 
インドネシア赴任前セミナー 

https://www.hmkt.jp/175_siken.pdf
https://www.hmkt.jp/194_sekininsha.pdf
https://www.hmkt.jp/156_suku.pdf
https://www.hmkt.jp/95_shanaikitei.pdf
https://www.hmkt.jp/87_gyomubunsho.pdf
https://www.hmkt.jp/05_funin.pdf


 

 30 / 65 
 

インドネシア語上達の秘訣 
突然インドネシア工場責任者に命じられて困らないために 
インドネシア人と上手く付き合う秘訣 
インドネシアでの仕事と生活を 10 倍楽しむコツ 
インドネシア人に好かれる日本人、嫌われる日本人 
日本人のためのコーラン概説 
インドネシア駐在員の『これだけ知っておけば大丈夫』 
インドネシアを好きになる秘訣・嫌いになる原因 
インドネシア人に日本を正しく理解してもらうために 
日本人としてイスラム教徒に配慮すること 
インドネシアで仕事をする日本人へのアドバイス 
インドネシア現地法人責任者の情報管理 

10.2.1 駐在員確定 
駐在員に任命した際には現在の給与をベースに、現地で支払う給与と日本で補填する

給与の額、ならびに両国での税金負担や社会保障負担も明確な試算表にして、特に単

身赴任の場合に日本に残された家族の生活面での不安を抱かせないようにします。社

内に適材を見付けられない場合は、現地に滞在している日本人を、現地に拠点を置い

ている日系の人材紹介会社（JAC Recruit, RGF HR Agent など）に依頼してヘッド

ハンティングすることも必要です。その場合の採用面接においては、経歴のだけでな

く、実務能力や語学能力の確認も大事です。 
10.2.2 インドネシア語勉強 

インドネシア語はオランダ植民地時代に公用語としてマレー語を強制したことによ

り、独立後もインドネシア語として国語として使われています。日本語、中国に比べ

て遙かに簡単で、半年間毎日 30 分勉強するだけで流暢に使えるようになります。日

本語とインドネシア語の通訳に頼ることなく、また、第三国の英語を仲介することな

く、郷に入り手は郷に従えで、インドネシア語でコミュニケーションが出来ると駐在

生活は間違いなく充実したものになるはずです。上達のコツは基本となる単語である

語根をたくさん覚えて、後は接頭辞と接尾辞の使い方に慣れることです。 
インドネシア語の接頭辞・接尾辞のルールを理解する 
インドネシア語でのちょっと難しい業務会話 

10.2.3 正式赴任 
赴任のタイミングとしては工場建設が始まる頃が良いでしょう。建物、附帯設備、機

械、備品の準備ならびに人材の採用、サプライチェーンの構築、管理体制の構築な

ど、操業開始前に行う業務は限りなくあります。 
インドネシア赴任に必要な準備の全て 

10.2.4 仮事務所確保 
赴任してから工場内の事務所が使えるまでの数ヶ月間は、社宅の一部を事務所兼にす

るとか、合弁相手の事務所の一画を借りるとかして凌ぐことも必要です。 

https://www.hmkt.jp/52_indonesiago.pdf
https://www.hmkt.jp/63_komaranai.pdf
https://www.hmkt.jp/80_hiketsu.pdf
https://www.hmkt.jp/84_10bai.pdf
https://www.hmkt.jp/135_sukareru.pdf
https://www.hmkt.jp/155_alquran.pdf
https://www.hmkt.jp/163_koredake.pdf
https://www.hmkt.jp/177_sukikirai.pdf
https://www.hmkt.jp/188_japan.pdf
https://www.hmkt.jp/40_islam.pdf
https://www.hmkt.jp/77_advice.pdf
https://www.hmkt.jp/189_joho.pdf
https://www.hmkt.jp/99_goihenka.pdf
https://www.hmkt.jp/79_bahasakerja.pdf
https://www.hmkt.jp/64_junbi.pdf
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10.2.5 住居契約、社用車調達 
赴任直後は最寄りのサービスアパートやホテルに滞在し、社宅となる住宅やアパート

を探して、一年、三年、あるいは五年間の賃貸契約をするのが普通です。物件により

附帯家具の内容や支払方法が異なります。通勤や外回りに使う社用車はリースやレン

タルにするケースが多くなっています。運転手もリース会社やレンタル会から派遣し

てもらうことが出来ます。炊事・洗濯・掃除を引き受けてくれる使用人（女中さん）

を雇う習慣がありますが、義務ではありません。しかし、生活環境が使用人の雇用を

前提に設計されているケースが多いので注意が必要です。雇い入れる場合は、隣近所

の使用人に声をかけて紹介してもらうのが常套手段です。 
10.2.6 日本人学校転入手続 

家族帯同で赴任する場合は、ジャカルタ日本人学校、チカラン日本人学校、スラバヤ

日本人学校、バンドン日本人学校の幼稚部、小学部、中学部に編入させることが出来

ます。その他の地域や高等学校以上については現地校や International School への編

入を検討する必要があります。 
10.3 現地社員 

日本人駐在員の最大の使命は自分に代わって業務を遂行出来るインドネシア人社員を育成す

ることであると思います。インドネシア人の募集、採用、育成に当たってはそのことを忘れ

ずにいたいものです。採用に際しては、職種に関係なく、健康診断は必須です。 
従業員の定着率を高める方法 
インドネシア人材採用面接のコツ 
インドネシア国内大学トップ 25 の紹介 
インドネシア国内技術専門学校で人材を見付ける 
技能実習生帰国者の中から人材を見付ける 
まるわかり雇用創出法案 
コロナによる労働事情の変化 

10.3.1 長期人材育成計画 
各分野のリーダーとなる人材は社外からヘッドハンティングで採用することも出来ま

すが、たとえそうであっても併行して社内の人材の中から、体系的な育成プログラム

に沿って、若いうちに育成して行きたいものです。高等学校を卒業して入社した場合

は定年退職まで 40 年間勤務する訳ですから、少なくとも 10 年から 20 年に亘る長期

的な育成計画が望まれます。採用、配置、育成に際しては、Supply-Chain Council
から発行されている Supply-Chain Operation Reference Model の中で紹介されてい

る、サプライチェーンプロセス別適材リストを参考にすることが出来ます。 
インドネシア生産現場人材育成のポイント 
インドネシア工場小集団活動導入の秘訣 
職種別現地人材育成の手引き 
インドネシア工場での危険予知活動導入の秘訣 
インドネシア人スタッフによる経営の自立 

https://www.hmkt.jp/43_teichaku.pdf
https://www.hmkt.jp/55_mensetsu.pdf
https://www.hmkt.jp/147_daigaku25.pdf
https://www.hmkt.jp/148_politeknik.pdf
https://www.hmkt.jp/149_magang.pdf
https://www.hmkt.jp/57_omnibus.pdf
https://www.hmkt.jp/71_corona.pdf
https://www.hmkt.jp/26_seisangenba.pdf
https://www.hmkt.jp/96_shoshudan.pdf
https://www.hmkt.jp/162_ikusei.pdf
https://www.hmkt.jp/193_kikenyochi.pdf
https://www.hmkt.jp/31_jiritsu.pdf
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10.3.2 経理スタッフ採用 
現地法人が設立されて直ぐに必要とされる業務は毎月の税務処理です。前払法人税、

所得税の源泉徴収、付加価値税の差額納税などは仮に納税額がゼロでも申告する必要

があります。会計士事務所と契約して代行委託する方法もありますが、経理のスタッ

フを採用して、会計士の指導を受けさせながら、ゼロから実務を覚えさせるのも人材

育成の面では意味があります。立上当初は色々と雑務もありますので、庶務的な仕事

も併せて担当させると便利です。 
10.3.3 人事労務スタッフ採用 

製造会社の場合、通常最も採用人数が多いのは現場のオペレーターです。彼らの募集

から採用までの一連の事務作業を担当させるスタッフを先に確保しておきます。 
10.3.4 輸出入スタッフ採用 

輸出入業務が存在する場合はその手続きが始まる 1 ヶ月以上前には担当スタッフを確

保しておきます。当初は実務経験者が望ましいと思われます。 
10.3.5 購買物流スタッフ採用 

業務が始まる 2 ヶ月前には採用しておき、日本本社などで取り扱う商品や材料につい

ての事前研修を受けさせると良いでしょう。 
10.3.6 生産管理スタッフ採用 

現場リーダーやオペレーターの採用に先立ち採用しておき、日本本社などで取り扱う

商品や材料についての事前研修を受けさせると良いでしょう。 
10.3.7 現場リーダー採用 

作業に関連する技能を習得していることが望ましいのですが、日本への技能実習生と

してその分野での仕事の経験があり、既にインドネシアに帰国して仕事を探している

人材を IMMJapan や技能実習生派遣機関 LPK から紹介してもらうなどの手段があり

ます。 
10.3.8 オペレーター採用 

単純作業のオペレーターで、簡単な事前訓練で作業に就かせられる場合は、管轄の労

働局に集積されている履歴書をもらって来て、そこから選考することが出来ます。会

社の住所を表記して新聞に募集記事を載せると、想定外の人数が押しかけて来て騒ぎ

になる危険があるので厳禁です。人員募集の貼り紙をしなくても、建設工事が始まる

と就活中の人間が履歴書を守衛所に置いて行きますので、そこから選考することも出

来ます。 
10.3.9 技能研修 

オペレーターであっても機械の取り扱いなどの訓練が必要な場合は、現場リーダーや

日本からの指導者による教育の時間が必要です。 
10.3.10 業務・作業マニュアル作成 

品質、コスト、納期を目標のレベルに維持し、安全衛生も達成させるには必須となる

ものです。対象となるのは多くが、インドネシア語しか理解出来ない現場のオペレー

ターですので、日本語ではなくインドネシア語に翻訳した SOP(Standard Operating 
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Procedure)が必要です。また、改善提案制度を導入して、従業員の会社への帰属意識

と仕事への愛着信を高める工夫も大事です。 
10.4 人事労務制度整備 

インドネシアの労働法や雇用慣行の下で、適切な労務管理が出来る仕組みと環境を作りま

す。 
インドネシア人材マネジメントのコツ 
インドネシア労働法【最新版】の解説 
困った労務問題への対処法 
会社への帰属意識を高める方法 

10.4.1 就業規則作成～認可 
外国資本企業はその業種や規模に関係なく労働法により就業規則の制定が義務付けら

れています。また、10 名以上の労働者の希望により労働組合が結成された場合は、

労働組合法に則り労働協約への移行が義務付けられています。 
インドネシア工場の就業規則作成の要点 

10.4.2 雇用契約書準備 
正規雇用、期間契約雇用などの形態に関わらず、雇用条件を明示した契約は必ず文書

で交わすようにしましょう。 
10.4.3 労災保険加入 

法律により民間企業の全ての社員は外国人も含め BPJS (Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial) への加入が義務付けられています。 
わるわかりインドネシアの社会保険制度 

10.4.4 賃金テーブル確立 
2017 年以降、全ての企業に対して賃金テーブルを制定し、従業員もその構造を閲覧

出来るようにすることが法律で義務付けられました。フォームは指定されていません

ので、現地の賃金相場を参考に、企業に合ったものを作れば良いでしょう。経営陣や

営業責任者のように、報酬を基本給と出来高給に分けて、業績に応じて支払総額が増

減する成功報酬方式にすることも可能です。 
インドネシアの労働賃金の行方 

10.4.5 人事評価制度策定 
2017 年以降、全ての企業に対して人事評価制度を制定し、従業員もその構造を閲覧

出来るようにすることが法律で義務付けられました。フォームは指定されていません

ので企業に合ったものを作れば良いでしょう。 
人事評価制度の作り方 

10.4.6 労使協議会対応 
インドネシアの労働組合法では 10 人以上の社員が希望すれば企業内組合を結成する

ことが出来ます。本人達は労働組合結成を希望していなくとも、上部組織からの圧力

に耐えられず突然結成という事態もあります。さらには突然のストライキを打たれて

操業が立ち行かなくなり撤退を余儀なくされた事例もあります。そのようなリスクを

https://www.hmkt.jp/15_jinzai.pdf
https://www.hmkt.jp/25_rodoho.pdf
https://www.hmkt.jp/181_romutaisho.pdf
https://www.hmkt.jp/183_kizoku.pdf
https://www.hmkt.jp/85_kisokuyoten.pdf
https://www.hmkt.jp/70_bpjs.pdf
https://www.hmkt.jp/94_chingin.pdf
https://www.hmkt.jp/86_jinjihyoka.pdf
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避けるために、月一度程度の労働者代表と経営者側との意見交換や情報交換の場とし

ての昼食会がお薦めです。 
まるわかりインドネシアの労働組合 
企業内労働組合の作り方 

  

https://www.hmkt.jp/41_rodokumiai.pdf
https://www.hmkt.jp/185_roso.pdf
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11 渉外関係整備 

 
法的に自分では手続きが出来ない業務を委託するためや、リスクマネジメントの一環として情報

源を確保するために、外部の機関と契約あるいは提携する必要があります。 
インドネシアでのビジネス交渉術 
インドネシアでの各種業務契約書の作り方 
インドネシアでありがちな日本企業の違法行為 
これだけは知っておきたいインドネシアの政治体制 
まるわかり建国五原則『パンチャシラ』 
インドネシア政府機関との上手な付き合い方 

11.1 公証人選定 
インドネシアでは会社の定款に関する諸手続きは公証人(Notaris)を介して処理することにな

っています。公証人(Notaris)は街中の至る所に事務所を構えておりますので、最寄りの小奇

麗な事務所を探すと良いでしょう。また、同じ仕事を依頼しても、事務所の格によって、費

用が 2 倍以上違うこともありますので、複数の事務所に価格を問い合わせてみる必要があり

ます。 
11.2 取引銀行決定 

現地法人の登記には銀行口座を開設して、そこに資本金を払い込んだという証明が必要で

す。日系の銀行でもインドネシアの銀行でも構いませんが、日本から資本金を送る手続きを

考えると、日本で取引がある銀行の支店あるいは現地法人に開設すると便利でしょう。現地

法人を持たない地方銀行や信用金庫も多くがインドネシアの銀行と提携して、Japan Desk
として駐在員を派遣していますので、そのサービスを利用することも可能です。資本金の口

座と普通の取引口座を分けることは義務付けられていませんが、インドネシア国内での取引

決済や従業員の給与振り込みのために、国内銀行にも別の口座を開設しておくと現金管理が

より明確になって良いでしょう。 
11.3 保険会社契約（海上、災害、休業他） 

https://www.hmkt.jp/36_kosho.pdf
https://www.hmkt.jp/172_contract.pdf
https://www.hmkt.jp/178_ihokoi.pdf
https://www.hmkt.jp/74_seiji.pdf
https://www.hmkt.jp/126_pancasila.pdf
https://www.hmkt.jp/128_seifu.pdf
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日本からの輸入材を FOB 契約で仕入れる場合にかける海上保険、建物・設備・機械・資

材・商品にかける災害保険および盗難保険、災害で休業を強いられた場合に従業員に給与を

支払うための休業補償保険などに加入することをお薦めします。日本の大手保険会社の他

に、インドネシアの保険会社も多くあり相見積を取って比較してみると良いでしょう。もし

可能であれば、日本人が重篤な急病で日本へ緊急搬送しなくてはいけない時のために、緊急

搬送保険に入っておくと安心です。 
11.4 公認会計士契約 

外国資本企業は公認会計士による年度決算の会計監査報告書の提出が義務付けられていま

す。また、会計監査は毎月の仮決算や年度末決算報告書に携わる会計士事務所とは別である

ことが求められます。よって、通常は毎月の仮決算や年度末決算報告書に携わる会計士事務

所と契約を結び、そこから別の公認監査法人に会計監査を依頼します。会計士事務所は個人

経営の小さな事務所から国際会計士事務所の現地法人まで幅がひろいので、取引銀行などか

らの紹介を頼りに、自社の規模に合った事務所を探すことが大事です。仮決算と本決算の面

倒を見てもらう場合、安いところでは年間総額 50 万円くらいからあります。 
11.5 弁護士顧問契約 

法律面での問題が全く何も無ければ不要な存在ですが、合弁相手との係争、労働組合との係

争、取引先相手との係争では弁護士は必須の味方ですので、困った時にいつでも直ぐに相談

出来るところを確保しておきたいものです。インドネシアは法治国家ですが、外国資本企業

はインドネシアではアウェイの弱い立場であることを忘れてはなりません。また、インドネ

シアでの商業係争の裁定は、通常の裁判とは異なり速く安く対応してもらえる BANI 
(Badan Arbitrase Nasional Indonesia)があることを知っていると便利です。 
インドネシアで仕事をする日本人のための法律ポイント解説 

11.6 ジャパンクラブ加入 
ジャカルタおよびその周辺、いわゆる JABODETABEK (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-
Bekasi) に拠点を持つ日系企業がメンバーとして加入している組織で JJC と呼ばれていま

す。個人参加の文化・スポーツ活動を運営する個人部会と、JETRO Jakarta が事務局とな

り日本商工会議所ジャカルタ支部の機能を代替している（インドネシアでは外国の商工会議

所の出先を開設出来ないため）法人部会とがあります。法人部会はいくつかの業種別に部会

が設けられており、そこに参加することで、インドネシアの事業展開に必要な情報を得るこ

とが出来ます。インドネシアに進出している日本企業の約半数（2021 年 3 月時点で 700
社）が参加していると推測されます。なお、スラバヤ、バンドンなどにも小規模ですがその

地域の Japan Club が存在します。 
11.7 SMEJ 加入 

インドネシアに進出している 500 社前後の日系中小企業が作る互助団体で、インドネシアの

関連団体との連携による情報提供などを行っています。 
11.8 現地業界団体加入 

日本とインドネシアの金型関連企業が金型技術者育成を目的に運営している、インドネシア

金型工業会 IMDIA (Indonesia Mold & Dies Industry Association)は金型業界に特化した日

https://www.hmkt.jp/18_horitsu.pdf
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イ合同の団体です。一般的な団体としてはインドネシア商工会議所 KADIN (Kamar 
Dagang dan Industri Indonesia)やインドネシア経営者協会 APINDO (Asosiasi Pengusaha 
Indonesia)などがあります。インドネシア商工会議所やインドネシア工業省の下には多くの

同業者協会がありますので、該当する協会に加入して色々な分野の情報源とすることも出来

ます。 
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12 資材手配 

 
生産活動に必要な資材を手配しますが、インドネシア国内市場向けの事業であれば、まず現地調

達を前提に進め、出来るだけ輸入材を少なくして輸送費や輸入税などのコストを抑えるようにす

べきです。完成させた商品をインドネシアから再輸出するのであれば、税金面でのコストがかか

らないので輸入材の制約は緩くなります。 
12.1 輸入資材 

インドネシアで資材を輸入する際には輸入税などを支払うだけでなく、何をどのような目的

で輸入するのかにより色々な許認可を取得する必要があります。輸入品目が決まった時点で

出来るだけ早く現地の輸入乙仲や関連機関に確認する必要があります。 
インドネシアへの輸出の進め方 
インドネシア向け輸出販売価格の試算方法 
インドネシアで輸入業者を見付ける方法 

12.1.1 原料・副材料説明書 
英文カタログ、各資材が投入されるプロセスが判る英文の生産工程図などを予め用意

しておきます。 
12.1.2 物品・材料リスト 

名称、仕様、年間輸入量、輸出価格(FOB)、原産地、用途、などを英語でリストアッ

プしておきます。 
12.1.3 輸入関税減免申請 

7.2 項で設備機械の輸入税免除について述べましたが、それら機械設備に投入される

輸入資材も 2 年間は輸入税、輸入時前払法人税、そして輸入時付加価値税が免除され

ます。その申請に上記の説明書やリストが必要となります。但し、申請が出来るのは

該当する機械設備が設置された後です。 
まるわかり輸入税の減免方法 

12.1.4 保税区優遇措置申請 

https://www.hmkt.jp/106_export.pdf
https://www.hmkt.jp/142_exortprice.pdf
https://www.hmkt.jp/167_importer.pdf
https://www.hmkt.jp/93_yunyuzei.pdf
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資材を輸入して商品にしてから再輸出をする事業においては、保税区内に工場を置

く、工場敷地全体を保税区域にする、あるいは工場建屋の一部を保税工場にするなど

の方法で輸入税、輸入時前払法人税、そして輸入時付加価値税が免除されます。自社

の工場全体あるいは一部を保税扱いにする際には、塀や税関吏詰所の建築物、そして

物品管理についての特別な条件を満たす必要がありますので管轄の税関総局に確認す

る必要があります。また、前年度の生産高の何割を国内向けに転用出来るのか、その

場合の輸入税などの清算方法についても同様に管轄の税関総局に確認する必要があり

ます。 
12.1.5 輸入乙仲業者契約 

インドネシア側で輸入手続きあるいは輸出手続きを代行してくれる業者が乙仲です。

船から降ろされた貨物の輸入通関を済ませ、指定された工場や倉庫まで搬送するのが

乙仲の仕事です。日本で乙仲サービスを提供している大手海運業者や運送業者の多く

がインドネシアに出先事務所を構えて日本企業へのサービスを展開しています。日本

から輸出する際の乙仲と同じ会社の現地での輸入乙仲と契約することで輸出入業務を

スムーズに進めることが出来ます。 
12.1.6 インドネシア国家標準 SNI 取得 

インドネシア国民の安全、衛生、健康を守ることを目的に制定された Standardisasi 
Nasional Indonesia と言う基準で、ISO や JIS の類です。輸入品については輸入者

が、現地生産された商品については販売者が取得することを義務付けられていま

す。対象となる品目は年々増えていますが、該当の是非は BSNI (Badan 
Standardisasi Nasional Indonesia)のサイトで検索出来ます。該当する場合、申請

から取得まで 6 ヶ月以上の時間がかかることもありますので、早目の確認が大事で

す。 
12.1.7 分野別登録・許認可取得 

上記の SNI とは別に、消費者保護のための製品登録義務として K3L 登録制度があり

ます。鉄鋼製品のように自国産保護のために輸入量が制限されて、管轄省庁から輸入

者別に枠が割り振られる資材があります。このような場合は輸入の都度、あるいは年

度毎に輸入枠を申請しなくてはなりません。飲料食品、医薬品、化粧品などのように

人体に直接影響を与える品目は医薬食品監視庁 BPOM (Badan Pengawas Obat dan 
Makanan)での認可登録が必要です。イスラム法に則り加工された商品であることを

表示するにはそれを証明する HALAL マークの審査取得が必要となります。 
12.1.8 輸入 

貿易経験の無い中小企業において、国内取引と同じように物を動かし、国内取引と同

じように支払いを済ませようとするケースが時々見られます。知らずに違法取引と見

做されて大問題にならないように、輸入に限らず国境を越えた取引、いわゆる貿易と

国内での取引は大きく異なることを理解しておく必要があります。 
まるわかりインドネシアの輸入業務 

12.2 現地調達資材 

https://www.hmkt.jp/65_import.pdf
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インドネシアは 1968 年発足のスハルト政権以来、現地化率向上ならびに現地調達率向上を

継続して推し進めて来ました。現在のジョコウィ政権は独立 100 周年の 2045 年までに、イ

ンドネシアを世界第 5 位の経済大国に押し上げると大見得を切っており、特に製造業界は今

後益々インドネシア国内での調達、生産を要求されることになるでしょう。それに対応する

ためには長期的な計画の下での現地調達推進が必要とされます。 
インドネシアでサプライヤーを見付ける方法 
インドネシアの中小零細企業との付き合い方 
工業材料の現地生産会社を探す 

12.2.1 サプライチェーン設計 
現地工場を中心とした、資材調達から最終顧客への納入までのサプライチェーン全体

の中で、どのような調達形態が最適であるのかを、科学的に検討することが大事で

す。 
12.2.2 現地調達資材リストアップ 

名称、仕様、年間消費量、予算価格、用途、などを英語でリストアップしておきま

す。必要に応じて英文のカタログや仕様書なども用意しておきます。 
12.2.3 現地サプライヤー調査 

インドネシア商工会議所 KADIN 傘下の同業者協会、日本の中小企業基盤整備機構が

運営するビジネスマッチングサイト J-GoodTech、インドネシア国内で頻繁に開催さ

れる産業展示会などで継続的に根気強くサプライヤー候補を探すことが大事です。 
インドネシア特有の協同組合 KOPERASI 

12.2.4 現地調達品品質評価 
サンプルを取り寄せて、現地あるいは日本で品質評価を行い採用の是非を決めること

になりますが、長期的な視野でサプライヤーを育てていく姿勢が大事です。 
12.2.5 現地調達品購買契約 

長期的な視野でサプライヤーを育てていくのは品質面だけではなく、納期管理やコス

ト管理の面でも必要です。お互いにそれを明確に理解しておくために購入基本契約を

結んでおくことが大事です。 
12.2.6 現地調達品発注手配 

毎回の発注の際には取引条件の漏れが無いように整備された公式の注文書を発行しま

す。便利だからと言ってメールや SNS、ましてや電話での発注は絶対に避けるべきで

す。 
12.3 資材調達管理システム 

ここで言うシステムは IT ではなく、仕事の仕組のことを意味します。インドネシアでは調

達業務に絡む不正が比較的多く発生しますので、社内の人間から犯罪者を出さないために

も、性悪説に基づく仕組み作りが求められます。 
12.3.1 調達業務ルール確立 

インドネシア現地法人権限規定見本の中の 4.2 資材およびサービスの調達に該当する

分野で、調達戦略策定、サプライヤーの選択、発注、サプライヤーの評価について自

https://www.hmkt.jp/44_supplier.pdf
https://www.hmkt.jp/69_umkm.pdf
https://www.hmkt.jp/153_localvender.pdf
https://www.hmkt.jp/50_koperasi.pdf
https://www.hmkt.jp/50_koperasi.pdf
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社に合ったルールを確立します。 
12.3.2 調達予実績管理方法確立 

品目別の発注、入荷、払出、在庫の管理方法を 5W1H で確立します。 
12.3.3 データ管理方法確立 

上記のデータの定義と発信元および送信先を確立します。 
12.3.4 在庫管理方法確立 

保管場所の特定方法、補充指示方法、払出方法（先入先出 or 先入後出）などを確立

します。基本は目で見てわかる方法です。5S の真価が問われる分野の一つです。 
12.3.5 輸入管理方法確立 

12.3.3 調達予実績管理方法確立の一環ですが、発注と入荷の間に船積みを加える必要

があります。 
12.3.6 サプライヤー契約管理方法確立 

サプライヤーとの間では取引開始に当たり購入基本契約を結びますが、取引の内容や

外部環境の変更に合わせて契約内容も適宜見直す必要があります。そのための基準や

ルールとなるものを確立します。 

13 生産活動 

 
いよいよ生産活動を始めるための具体的な準備の段階まで来ました。日本人駐在員も既に赴任

し、新たに採用したスタッフやオペレーターを指導しながらの忙しい毎日が始まります。 
13.1 生産管理システム 

計画された品質の製品を、計画された原価で、計画された納期に合わせて作って行くための

仕組を確立します。 
13.1.1 生産業務ルール確立 

年度予算、月次予算、週次計画、日次計画を達成するためのルールを 5W1H で確立

します。 
13.1.2 生産予実績管理方法確立 
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年度予算、月次予算、週次計画、日次計画に対する実績値を管理して差異を埋めるた

めの対策を立てる方法を確立します。 
13.1.3 生産情報管理方法確立 

製品・品目マスタ、部品表・製造条件、製造手順、工程、設備仕様、金型・治工具と

その製品の製造方法を規定する情報を管理する方法を確立します。 
13.1.4 仕掛品管理方法確立 

仕掛品の幅又は水準、補充方式、所有権、プロダクトミックス、在庫ロケーションな

どを確定します。 
13.1.5 設備保全方法確立 

毎日の予防保全ルール、故障時の対処ルール、更新のルールなどを確立します。 
13.1.6 廃材管理方法確立 

品目別に廃材の処理方法を確立します。特にインドネシアでは産業廃棄物は高値で買

い取られますが、産廃回収業者と社員との間の不正行為の温床でもあるためガラス張

りにしておく必要があります。有害廃棄物は廃棄ルートが法律で規定されています。 
13.2 生産開始準備 

実際に生産現場を動かす前に必要な準備を進めます。 
13.2.1 試作計画立案 

機械設備の据え付けと試運転を済ませた後、あるいはそれを兼ねて試作品を作るべく

材料などの準備や技術指導者の応援を計画します。 
13.2.2 試作実施 

基本的には本生産と同じ条件で行い、関係先での評価に必要な個数を作ります。必要

に応じて技術試作、増加試作、量産試作などの段階を踏むこともあります。 
13.2.3 試作評価～立上判断 

それぞれの試作を誰がどのような目的で評価して次の試作に進み、最終的に本生産に

進むのを誰が判断するのかを予め決めておきます。 
13.2.4 生産計画立案 

中期事業計画から年度予算、そして月次予算へと展開された生産計画数量を更に週

次、日次へと、生産職場が自律的に作業を進められる段階まで展開します。 
13.2.5 SNI（インドネシア国家規格）適用の是非確認 

12.1.6 で述べた通り SNI が必要な製造品目かどうかは BSNI の検索サイトに確認す

ることで分りますが、登録が義務付けられている品目でなくても、自主的に登録して

から義務化の申請をすることで他社の追従を遅らせることも可能です。 
13.2.6 SNI 取得 

SNI が必要な製造品目は事前に登録認可を済ませておかなくてはなりません。 
13.2.7 製造・販売許可要否確認 

12.1.7 で述べた通り特別な許認可が必要な製造品目かどうかを関係機関に確認しなく

てはなりません。規制は頻繁に追加・廃止・変更がありますので要注意です。 
13.2.8 製造・販売許可取得 
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特別な許認可が必要な製造品目は事前に取得しておかなくてはなりませんが、どれく

らいの時間が必要なのかも、建前ではなく必ず実態を把握しておきましょう。 
13.2.9 生産開始 

晴れて生産開始です。もし出来れば第一号は記念に社内で保管しておきましょう。 
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14 開所式準備 

 
工場が完成し操業開始に合わせて関係者を招待して開所式を行うのが一般的です。あまり派手な

内容にする必要はありませんが、インドネシアにおける事業開始を多くの人達に知ってもらい、

これからの事業展開を円滑にする上で意味のあるイベントにしたいものです。 
14.1 全体スケジュール作成 

規模に関係なく社外の関係者を巻き込んだイベントになりますので、失態が無いように大ま

かなスケジュールを作成して協力を取り付けておきましょう。 
14.2 詳細スケジュール展開 

全体スケジュールに基づき漏れや落ちが無いように 5W1H を満たす詳細スケジュールを作

成します。 
14.3 招待客リスト作成 

特に政府高官を招待する場合は 3 ヶ月以上前には出席の可否を打診するようにしましょう。

許認可取得でお世話になる政府機関の長、取引先、日本人社会の関係者などからリストアッ

プします。 
14.4 招待状発送 

招待状は 1 ヶ月前には届くようにしますが、届いた後にも必ず出席の再確認をしておくよう

にしましょう。 
14.5 日本語版商品リスト、カタログ準備 

日本人の出席者用に日本語版を用意しておくと良いでしょう。 
14.6 インドネシア語・英語版商品リスト、カタログ準備 

インドネシア人や外国人の出席者用にインドネシア語版と英語版も用意しておくことを忘れ

ないで下さい。 
14.7 販促ビデオ制作業者選定 

開所式を新規顧客開拓の機会と捉える場合、販促用のビデオを制作しておいて、開所式の会

場で上映すると効果が大きいと思われます。インドネシアにも専門業者は多く存在しますの
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で販売促進の一環で委託することも可能です。 
14.8 販促ビデオ制作立案 

見せたい内容を示して、如何に見せるかは専門業者に任せます。 
14.9 販促ビデオ制作 

遅くとも 2 ヶ月前には制作に取り掛かれるようにしておくと安心です。 
14.10 コンパニオン募集 

受付、司会進行、会場案内、食事の世話などに社内の人間で対応出来ない場合は派遣会社に

依頼します。 
14.11 コンパニオン訓練 

社内の人間も含めて、予め招待者の顔触れ、議事進行だけでなく、会社の概要についても理

解させておきましょう。 
14.12 開所式 

当日は皆が忙しく動き回りますが、イベントの総責任者だけは常に全体の状況を客観的に把

握出来る環境の下で、冷静沈着に構えていましょう。 

15 市場開拓 

 
ここまでは生産活動を始めるための準備を主体的に説明して来ましたが、生産したものは売らな

いと意味がありません。そのための準備は 1.2.5 市場戦略策定に基づき先行して進めておくべき

業務です。 
インドネシアでの業種別市場開拓手法 
まるわかりハラル認証 
SNI 取得七つのステップ 
まるわかり BPOM 
おもしろアイデアインドネシアのブルーオーシャン市場 
日本との比較でインドネシアを理解する 
インドネシアでの販売促進戦略 

https://www.hmkt.jp/132_market.pdf
https://www.hmkt.jp/47_halal.pdf
https://www.hmkt.jp/48_sni.pdf
https://www.hmkt.jp/48_sni.pdf
https://www.hmkt.jp/49_bpom.pdf
https://www.hmkt.jp/49_bpom.pdf
https://www.hmkt.jp/130_blueocean.pdf
https://www.hmkt.jp/91_hikaku.pdf
https://www.hmkt.jp/184_hansoku.pdf
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15.1 市場調査 
現在は有り難いことに、インターネットで非常に多くの情報を得ることが出来ますが、イン

ドネシア国内の市場情報の多くはインドネシア語であるため、日本人にとっては制約があり

ます。もしインドネシア語が理解出来るのであれば、インドネシア中央統計局から公表され

た多くの刊行物の中から情報を抽出することも可能です。それが難しい場合は現地のコンサ

ルティング会社に委託したり、インドネシア商工会議所の同業者協会事務所を訪ねて相談し

たりすることも可能です。いずれにしても、最後の評価は自信で現場に足を運んで五感で判

定すべきです。 
その商品はインドネシアで売れますか？ 
日イの補完関係からビジネスチャンスを考える 
日本企業のためのインドネシア州別徹底ランキング 

15.2 顧客開拓 
外資企業の場合は製造業に限らず国内取引は B2B に制限されますので、通常は製造会社あ

るいは販売代理店の開拓ということになります。インドネシア法人の場合は 90％以上が華僑

資本の会社で、マレー系インドネシア人、いわゆるプリブミ企業は小規模・零細に多くあり

ます。オーナーは誰なのか、窓口は誰なのかを事前に把握しておき、彼らの商習慣の違いや

特徴に配慮する必要があります。 
ビジネスマッチングで成果を出す秘訣 
インドネシアの産業展示会で顧客を開拓するコツ 

15.3 販路開拓 
自社工場から最終顧客までのサプライチェーンを企画構築します。サプライチェーン全体の

物流コストや管理コストを抑え、顧客から見た納期を短縮し、需要変動に対する出荷対応を

迅速かつ柔軟にして顧客からの信頼と満足を得られる仕組みを作り上げます。また、インド

ネシアは EC ビジネスの成長が顕著で、コモディティー商品に限らず耐久消費財も扱うネッ

ト販売サイトが広がっています。インドネシア国籍を持つ個人または法人で納税登録者番号

NPWP を持っていれば誰でも無料ですぐに利用することが出来ます。 
インドネシア EC 業界の実態 

15.4 商品企画 
先ずは市場に足を運びましょう。ユーザーの嗜好は日本人と大きく違うところがたくさんあ

ります。使用される環境も日本とは違うところがたくさんあります。インドネシア人の声に

耳を傾けることから始めましょう。ジャカルタで開催される様々な産業展示会や、庶民の生

活物資を一堂に会した大規模展示会 Jakarta Fair を視察するのも良いでしょう。 
15.5 価格決定 

メーカーに納める部品などの価格は日本から輸入した場合よりも安いことが大前提となりま

す。日本ブランドで品質が良いから高くても良いとはなりません。ローカル製や輸入品に比

べて品質は良いが価格は同程度が新規顧客を獲得出来る条件です。日用生活品などの場合

は、インドネシアの一人当たりの購買力は日本の 1/10 であることを忘れないことです。 
15.6 受注活動 

https://www.hmkt.jp/161_uremasuka.pdf
https://www.hmkt.jp/90_hokankankei.pdf
https://www.hmkt.jp/180_shuranking.pdf
https://www.hmkt.jp/89_matching.pdf
https://www.hmkt.jp/81_tenjikai.pdf
https://www.hmkt.jp/76_ec.pdf
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携帯電話、電子メール、SNS などコミュニケーションツールは年々発達して便利になって来

ていますが、それでも大事な顧客のところへは最低月一回は顔を出してご機嫌伺いをしまし

ょう。何か新しい話があり、全くの無駄足にはならないはずです。 
15.7 取引契約 

取引先とは必ず販売基本契約を結んでおき、毎回の注文書はその条件に基づき発行されるよ

うにします。 
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16 受注出荷活動 

 
受注出荷活動は、資材調達、生産活動と共に製造会社のサプライチェーンを構成する三大プロセ

スの一つです。顧客先からの注文または引き合いを受けて、商品を納入して代金の決済を済ませ

るまでの一連の業務で成り立ちます。 
16.1 受注出荷管理システム 

要求された品質の製品を、要求された価格で、要求された納期に合わせて納入するための仕

組を確立します。 
16.1.1 受注出荷業務ルール確立 

年度予算、月次予算、週次計画、日次計画を達成するためのルールを 5W1H で確立

します。 
16.1.2 受注出荷予実績管理方法確立 

年度予算、月次予算、週次計画、日次計画に対する実績値を管理して差異を埋めるた

めの対策を立てる方法を確立します。 
16.1.3 受注出荷情報管理方法確立 

顧客の嗜好、履歴、状況、納入要件、などの注文情報、倉庫データ、輸送データ、納

入データを管理する方法を確立します。 
16.1.4 完成品在庫管理方法確立 

完成品在庫の幅または水準、補充方式、所有権、プロダクトミックス、在庫ロケーシ

ョンの確定と維持を行う方法を確立します。 
16.1.5 輸出管理方法確立 

製品の受注や納入の制約となる、規制および基準を記録し保守する方法を確立しま

す。 
16.1.6 返品管理方法確立 

返品の決定基準、返品ルート、修理・再生・再利用・廃棄を判断する方法を確立しま

す。 
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16.2 輸出受注出荷開始準備 
商品を輸出する場合の準備を進めます。輸入先の港に届くまでの一連の手続きはインドネシ

ア側の乙仲に委託するのが普通です。 
16.2.1 船積み手配 

出荷スケジュールに合わせてコンテナーとコンテナー船の予約を乙仲に依頼して進め

ます。 
16.2.2 輸出通関 

乙仲に依頼して進めます。 
16.2.3 海上輸送 

貿易取引条件は何であれ、海上保険の扱いについて、実際に誰が手配をするのか輸入

者側と事前に確認しておくようにしましょう。 
16.2.4 納入検査 

輸入国側において品質検査が必要な品目でないかどうか、必ず事前に確認しておきま

しょう。 
16.2.5 輸出決済 

取引先との交渉要件の一つですが、理想的には船積み前に代金を回収出来ることで

す。決済のタイミングと信用状況に基づく代金回収の保証の両面から決済方法を決め

ることになります。 

17 情報システム構築 

 
事業規模が小さいうちは、社員教育の意味でも Excel を活用したマニュアル管理の方が良いと思

いますが、やはり限度があります。事業規模の拡張に合わせて順次パッケージソフトを導入する

ことがお薦めです。 
インドネシア工場管理情報システム導入時の準備事項 
Excel で作るインドネシア工場管理ツール 

17.1 ビジネスプロセス設計 

https://www.hmkt.jp/104_itsystem.pdf
https://www.hmkt.jp/123_kanritool.pdf
https://www.hmkt.jp/123_kanritool.pdf
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ソフトウエアの種類や規模に関係なく、業務処理を IT 化する際には業務を仕事の流れのプ

ロセスとして整理しておく必要があります。人間が Excel で処理している際には経験や勘と

いった暗黙知で対応していたことは IT では出来ません。IT 化の失敗はほとんどがこの対応

を怠ったことに起因します。サプライチェーンをプロセスとして本格的に勉強したい場合は

SCOR(Supply-Chain Operation Reference)モデルがお薦めです。 
17.2 会計管理システム 

最初にパッケージソフトなどを活用して IT 化する分野は、全てのデータが最終的に集めら

れて、企業経営管理の中心となる会計管理とすべきです。インドネシア国内でも多くのパッ

ケージソフトが売られていますが、契約している会計士事務所が使っている、または推奨す

る製品の導入が、会計士とのコミュニケーション上得策と思われます。 
17.3 調達管理システム 

計画方式、発注形態、納入方式、支払方法、保管方法、返品扱い等々、自社の調達事情に適

したパッケージソフトを選ぶべきです。 
17.4 生産管理システム 

生産計画方式、生産指示方式、材料投入方式、加工形態、利用設備機械、仕掛在庫管理方

式、振替方式等々、自社の生産活動に適したパッケージソフトを選ぶべきです。 
17.5 受注出荷管理システム 

需要見込方式、出荷計画方式、受注管理方式、納期回答方式、搬送計画方式、ピッキング方

式、梱包指示方式、積載計画方式、代金請求方式等々自社の出荷活動に適したパッケージソ

フトを選ぶべきです。 
17.6 人事労務管理システム 

勤怠管理、人事評価システム、人材育成プログラムなどがインドネシアの労働法に則り有機

的に繋げられるようなパッケージソフトを選ぶべきです。 
17.7 給与管理システム 

上記の人事労務管理システムと連携し、インドネシア政府が定める最低賃金や諸手当、社会

保険制度 BPJS、そして源泉徴収に対応したパッケージソフトを選ぶべきです。 

18 財務経理活動 
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企業活動はお金の計画で始まり、お金の清算で終わります。それ以外のものは全てこのための手

段ででしかないことを忘れないようにしましょう。良い製品を作ることは最終目的ではありませ

ん。あくまでも計画された利益を生み出すことが企業の最終目標です。 
簿記を知らない人のためのインドネシア工場経営 

18.1 事業計画立案 
全ての事業活動はこの計画立案から始まるくらいの意識で取り組みましょう。 

18.1.1 中期事業計画書作成 
3 ヵ年あるいは 5 ヵ年事業計画は毎年必ず更新しましょう。 
インドネシア工場 5 ヵ年事業計画書の作り方 

18.1.2 初年度予算案作成 
更新された中期事業計画の初年度分を 12 ヶ月に展開して月次予算案を作成します。

そして毎月での単月予実績差異だけでなく、累計での予実績差異を確認分析し、年度

末までの挽回計画を立案実行し、それを毎月見直し続けます。 
18.2 財務経理システム 

ここで言うところのシステムとは IT のことではなく、仕事の仕組です。 
18.2.1 財務経理業務ルール確立 

インドネシアの会計法に準拠するように契約している会計士の指導や助言を得ながら

作り上げるべきですが、連結決算の有無に関係なく本社との連携も考慮しなくてはな

りません。外国人が経理実務に関われる範囲に注意しましょう。 
18.2.2 財務経理管理方法確立 

インドネシアの会計法に準拠するように契約している会計士の指導や助言を得ながら

作り上げるべきですが、誰が何時、誰に何を報告するのかを可視化して責任逃れが出

来ないようにしておきましょう。 
18.2.3 財務経理情報管理方法確立 

インドネシアの会計法に準拠するように契約している会計士の指導や助言を得ながら

作り上げるべきですが、出来るだけペーパーレスを実現しましょう。 

https://www.hmkt.jp/20_kojokeiei.pdf
https://www.hmkt.jp/56_chukikeikaku.pdf
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18.3 会計処理 
立上時の規模が小さいうちは会計士の指導を受けながら、一名の経理スタッフが事務作業を

進める程度で良いと思います。 
18.3.1 帳簿管理 

仮に Excel 処理であっても家計簿のような単式簿記のもので誤魔化さず、国際会計ル

ールに則った複式簿記の帳簿を整備すべきです。 
18.3.2 資金管理 

会計帳簿の銀行口座残高は毎月末に銀行から発行してもらう口座取引明細と照合しま

しょう。 
18.3.3 給与支払い 

特別に制約が無い限りにおいて、全従業員に対してローカル銀行に口座を開設させて

銀行振込にします。 
18.3.4 税務処理 

会計士の指導を受けながら毎月の所得税源泉徴収分、前払法人税、付加価値税差引分

を申告し納税します。 
わるわかりインドネシアの税制 
インドネシアの減価償却ルール 

18.3.5 月次仮決算 
売上、損益、そしてもし可能であれば製造原価、資金繰りについて、単月予実績差異

だけでなく、累計での予実績差異を確認分析し、年度末までの挽回計画を立案実行

し、それを毎月見直し続けます。 

19 【付録】日常業務課題解決 
本ハンドブックの目的は、日本の製造分野の中小企業がインドネシアに現地法人を設立して進出

するための手順を解説したものですが、操業開始後に発生する様々な課題に対して、どのように

対処すべきかのヒントを付録として紹介します。これは課題解決のみならず、インドネシア人の

社員に仕事への取り組み方を教育するとても貴重な機会となります。五つの『あ』、すなわち、

『あせるな』『あわてるな』『あたまにくるな』『あてにするな』『あきらめるな』を忘れずに根気

強く続けたいものです。 
リモートでインドネシア事業を成功させる秘訣 

19.1 本社への報告 
現地法人から本社に対する報告事項を予め明確にしておくことで、意思の疎通を確保するこ

とが大前提となります。 
19.2 コミュニケーションツール 

中小企業の場合、日々の色々な課題解決に対して、本社の介入が不可欠なケースが多いよう

に思えます。メール、SNS、電話などを介してやりとりをしているケースが多く見られるの

ですが、その場限りの会話になってしまい、体系的な課題解決の仕組になっていないのがほ

とんどです。そこで、最近のオンライン会議ソフトで普通になっている画像共有機能を使

https://www.hmkt.jp/72_zeikin.pdf
https://www.hmkt.jp/100_depreciation.pdf
https://www.hmkt.jp/75_remote.pdf
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い、課題の進捗管理を進める手法を紹介してみたいと思います。 
19.3 シートの使い方 

少なくとも週一回のオンライン会議を開催します。毎回の会議で前回のシートをコピーして

シート名を会議の開催日に変更します。会議の結果、完了した項目は削除し、変更や進展が

あった項目は上書きし、新しい課題の行を追加します。これを毎週継続すると、一年間で 52
シートのエクセルファイルになり、それを当年度の会議録として保存します。言語は会社の

事情に合わせて、日本語、インドネシア語、又は英語で対応しましょう。 
19.4 課題を把握するヒント 

課題の進捗を最後まで曖昧にしないで管理するためには、必ず 5W1H の要素を明確にして

おくことが大事です。 
19.4.1 Where 分野 

課題が発生している部門名（製造、営業、経理、人事など）を特定します。 
19.4.2 What 案件 

○○材の入荷遅れ、○○機械の故障修理、○○費用の削減、など課題が具体的に想像

出来る表現にします。能率向上、販売増大、コスト削減、と言った一般的な表現は御

法度です。 
19.4.3 Why 原因・目的 

前月の売上ショート挽回、○○材の不足穴埋め、など目的が具体的に想像出来る表現

にします。適切に目的を設定するためには、真因を把握しなくてはなりません。なぜ

この課題が発生したのか、Why を 5 回繰り返して真の原因を突き止めてから目的を

考えましょう。 
19.4.4 Who 担当者 

複数の人間が関わる場合でも、その課題解決に直接責任を負う人間を指名します。 
19.4.5 When 期限 

その課題を解決しなくてはいけない期限ですが、仮に遅れても訂正はしないで、遅れ

ていることが分るようにしておきます。 
19.4.6 How 手法・進捗状況 

具体的な進め方や会議時点での進捗状況を記載します。 

20 【付録】現地法人経営能力強化 
本ハンドブックの目的は、日本の製造分野の中小企業がインドネシアに現地法人を設立して進出

するための手順を解説したものですが、操業開始後は現地法人の経営能力を高めるための努力が

求められます。そのための目標を定める際には自身の頭で考えることも可能ですが、世界的に普

及している評価基準を参考にすると良いでしょう。 
インドネシア工場の業績改善策 
インドネシア工場現場改善の秘訣 
インドネシア事業を黒字にするヒント 
インドネシア事業のリスク管理 

https://www.hmkt.jp/28_gyosekikaizen.pdf
https://www.hmkt.jp/38_genbakaizen.pdf
https://www.hmkt.jp/37_kuroji.pdf
https://www.hmkt.jp/45_risk.pdf
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インドネシアでの日米経営スタイルの比較 
インドネシア事業をインドネシア人に任せるために 
日本企業がインドネシアで中国企業と闘うために 
インドネシア現地法人の業務監査・会計監査 
インドネシア事業を成功させるための経営方針 
インドネシア工場の技術力を高める方法 
インドネシア法人の経営指標を現地基準で評価する 
20.1 経営管理業務遂行能力 

American Productivity and Quality Center から発行された Process Classification 
Framework version 5.1 を参考に、現地法人の経営管理業務遂行能力を、事業戦略の構

築、製品・サービスの開発、マーケティングおよび販売、サプライチェーンの管理、アフ

ターサービス、人材管理、IT 管理、財務管理、資産管理、環境管理、渉外管理、知財管理

の 12 分野からなる 50 項目について 100 点満点評価します。点数の低い分野、項目が強

化目標となります。 
20.2 サプライチェーン運用能力 

Supply-Chain Council から発行された Supply-Chain Operation Reference Model 
version 10 を参考に、現地法人のサプライチェーン運用能力を、サプライチェーンの可視

化、顧客に対する信頼性、顧客に対する応答性、需要変動に対する柔軟性、サプライチェ

ーンのコスト、サプライチェーンの資産活用、サプライチェーンの管理手法、リスク管

理、人材の配置の 9 分野からなる 50 項目について 100 点満点評価します。点数の低い分

野、項目が強化目標となります。 
インドネシア工場のサプライチェーンを改善する 
インドネシア工場のサプライチェーン改善技法 

20.3 IT システム導入適応力 
Inc. Oliver Wight International から発行された The Oliver Wight Class A Checklist for 
Business Excellence を参考に、現地法人の IT システム導入適応能力を、戦略立案、人材

開発、業務改善、人物金の統合管理、商品管理、需要管理、サプライチェーン管理、生産

管理、調達管理の 9 分野からなる 50 項目について 100 点満点評価します。点数の低い分

野、項目が強化目標となります。 
20.4 財務健全能力 

現地法人の財務能力を安定性、収益性、生産性、株主向けの 4 分野からなる 31 指標につ

いて計算し評価します。一般的な指標に比べて劣っている分野、指標が強化目標となりま

す。 

21 【付録】インドネシア法人の増資手続き 
増資手続きは定款の変更の一つとなり、インドネシア会社法では株主の 2/3 以上の同意が必要

とされています。ここでは解説が無くても分る項目については説明文を省略します。 
21.1 株主総会開催 

https://www.hmkt.jp/119_keieistyle.pdf
https://www.hmkt.jp/125_makaseru.pdf
https://www.hmkt.jp/127_tatakau.pdf
https://www.hmkt.jp/144_kansa.pdf
https://www.hmkt.jp/145_policy.pdf
https://www.hmkt.jp/173_technical.pdf
https://www.hmkt.jp/191_kpi.pdf
https://www.hmkt.jp/22_sckaizen.pdf
https://www.hmkt.jp/116_scmgiho.pdf
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事前に関係者間での十分な話し合いが行われ合意も取られている場合は、実際の総会を開催

することなく、総会決議文を郵送等で回覧して各株主が署名することで済ますことも可能で

す。 
21.1.1 増資内容決定 

増資の割り当ては通常は当初の出資比率に準拠しますが、事情により比率が大きく変

わった場合は株主総会での決議権限（事業計画決議 1/2 以上、定款変更 2/3 以上、会

社解散など 3/4 以上）も変わりますので要注意です。 
21.1.2 株主総会メンバー招聘 

株主総会メンバー招聘から議事録作成まではインドネシア会社法に定められている規

定に従い進めます。 
21.1.3 株主総会開催 
21.1.4 株主総会議事録作成 
21.1.5 株主総会議事回覧（オプション） 

独資の場合や合弁事業でも既に株主の間で合意が得られており、株主総会を開催して

決議を得る必要が無いと判断される場合は、公証人に決議書を作成してもらい、各株

主の署名を経て株主総会開催の代替手段とし、21.1.2 から 21.1.4 を省略することも可

能です。 
21.2 投資認可変更 

OSS システムにより増資認可はオンラインで処理することになります。 
21.2.1 新規株主イ語会社定款準備 
21.2.2 新規株主会社議事録サイン者指名及び役職 
21.2.3 申請委任状準備 
21.2.4 投資調整庁変更申請～認可 

21.3 資本金払込 
21.3.1 送金手続き 

21.4 会社定款変更 
21.4.1 定款変更 
21.4.2 認証 

21.5 法務省登記 
21.5.1 届出 

21.6 株券 
新規投資の場合と同様に物理的に紙で発行することは義務付けられていません。 

21.6.1 作成～発行 

22 【付録】インドネシア法人の合弁解消 
合弁を解消する際には合弁契約書、定款、会社法の条項に従い合弁解消手続きを進めることに

なります。ここでは解説が無くても分る項目については説明文を省略します。 
22.1 事前準備 
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合弁契約解消の際には利害関係から係争問題に発展する可能性がありますので、撤退の時と

同様に信頼出来る弁護士に経緯を書面で説明しておくことが望まれます。 
22.1.1 法律事務所契約 

インドネシアには日本人が駐在している法律事務所やコンサルティング会社がたくさ

ん存在します。事情を説明して最も頼れそうなところと事前に契約を済ませておくこ

とをお薦めします。また、法律事務所に支援を依頼する際にはこれまでの活動経緯を

把握してもらうため、そして訴訟になった場合の対処として、会社設立に関する法的

書類の他、経営会議の議事録などの書類一式のコピーを揃えて提出しておくことが求

められます。 
22.1.2 手順確認 

合弁契約の経緯や現時点での関係の良し悪しにより進め方を考慮することも必要とな

るでしょう。専門家の意見を十分に聴いて想定外の問題が起きないように慎重に対処

しなくてはなりません。 
22.1.3 リスク対応確認 

合弁契約を解消するまでは現地側パートナーの存在が防波堤になっていたが、それが

無くなることで危険に晒されることはないか事前に想定しておかなくてはなりませ

ん。そのためには合弁契約書に記載されている合弁相手の義務と権利を再度精査し

て、これまでに具体的にどんな活動をして来たのかを良く分析しておく必要がありま

す。リスク対応とは言うまでありませんが、リスクをゼロにすることではなく、それ

が起きる確率と起きた場合の影響の程度を想定し、仮に起きた場合にその影響を最小

限にするための事前の手当をしておくことです。 
22.2 合弁契約解消事前交渉 

解消の原因次第では相互に色々と言い分はあるでしょうが、手続きは合弁契約書の内容と会

社定款、そしてインドネシア会社法に則り、インドネシアの文化である話し合いに基づく総

意『Musyawarah-Mufakat』の精神で進めるように努力しましょう。 
22.2.1 合弁解消基本合意 

会社の人・物・金すなわち従業員、資産、債権・債務をどのように処分するのかを

5W1H で確認しておきます。 
22.2.2 組織再編計画 

合弁を解消した後も独資で操業を続ける場合は、解消によって合弁相手によりカバー

されなくなる業務も有り得るので、その部分を埋め合わせるための組織・人材の手当

が必要となります。 
22.2.3 売却固定資産確認 

合弁契約解消に伴い操業を中止する事業分野が出て来た場合は、不要となる機械設備

が発生する可能性があります。その場合は出来るだけ相手側に有償で引き取ってもら

うよう交渉しましょう。 
22.2.4 賃貸物件確認 

合弁相手の工場の一画を借りて操業していた場合など、建物だけではなく、クレーン
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やフォークリフト、そしてトラックなどの賃貸物件を洗い出しておきましょう。 
22.2.5 債権債務確認 

借入金ならびに貸付金などの処理は出来るだけ第三者としての法律事務所の裁定に任

せるようにしましょう。 
22.3 株主総会開催 

会社法と合弁契約書に則り開催しますが、この件については出来るだけ議事回覧の略式では

なく、実際に開催することが望ましいでしょう。 
22.3.1 株主総会メンバー招聘 
22.3.2 株主総会開催 
22.3.3 株主総会議事録作成 
22.3.4 株主総会議事回覧（オプション） 

22.4 株式売買金額確定 
会社法と合弁契約書に則り、第三者としての法律事務所の裁定に任せるようにしましょう。 

22.4.1 株式売買金額算定 
22.4.2 公証人株式売買証書 

22.5 株式買い取り 
会社法と合弁契約書に則り、第三者としての法律事務所の裁定に任せるようにしましょう。 

22.5.1 株式売買契約締結 
22.5.2 買い取り金送金手続き 
22.5.3 買い取り金支払い 

22.6 会社定款変更 
合弁を解消した後も独資で操業を続ける場合は、現地の公証人に手続きを依頼します。 

22.6.1 定款変更（社名、役員、資本金） 
22.6.2 認証 

22.7 法務省登記 
合弁を解消した後も独資で操業を続ける場合は、現地の公証人に手続きを依頼します。 

22.7.1 届出 
22.8 株券 

紙での発行は義務付けられていませんので発行しなくても問題はありません。 
22.8.1 作成～発行 

22.9 合弁契約解消後業務 
上記で決めたことを実行するだけですが、特にこれまで育成して来た大事な人材が相手側に

引き抜かれたり、将来を心配して自己退職されたりしないように、適時情報を開示して不安

を避けるように最新の配慮が求められます。 
22.9.1 従業員への通知～意思確認 
22.9.2 雇用契約解消・変更 
22.9.3 人材補充 
22.9.4 売却固定資産整理 
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22.9.5 賃貸物件整理 
22.9.6 債権債務整理 

23 【付録】インドネシアからの撤退 
全てのインドネシア事業が成功している訳ではありません。最近の調査では進出企業の 2 割前後

の企業が赤字であると言われています。赤字が続くと増資あるいは借入金に頼らざるを得なくな

りますが、当初作成した 5 ヵ年事業計画が終わる時点で、今後も増資、借入、あるいは合併など

で資金の注入を続けるべきか、それとも会社を清算してインドネシアから撤退すべきかを決断す

べきでしょう。世間体や面子に拘ってズルズルと赤字状態を続け、本社の経営も傾くことだけは

絶対に避けるべきです。 
インドネシア事業からの撤退 
インドネシア事業失敗の因果 

23.1 関係者合意 
数年前のことですが、某日本企業の工場から設備が消え去り、日本人駐在員も突然帰国して

戻らないと言う出来事がありました。機械は色々な理由を付けて事前に少しずつ日本に逆輸

出していたようでしたが、日本人全員が突然居なくなったことで当局の査察が入り、夜逃げ

であることが判明したのです。その後どうなったのかは知りませんが、従業員や債権者に対

する義務を放棄したもので犯罪に当たります。どんなに苦しくてもしてはいけないことで

す。 
23.1.1 パートナーへの説明 

合弁企業の場合は最初にパートナーに相談すべきですが、このような事態になる場合

は大体が既にパートナーとの間で責任問題を巡り軋轢を起こしています。話し合いで

の解決が難しい場合はインドネシア国家裁定庁 BANI (Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia)に提訴し、そこでも解決出来ない場合は通常の裁判所に提訴することにな

ります。その時のために、事前に法的書類を取り揃えておくことが大事です。 
23.1.2 社員への説明 

インドネシアの労働法において、赤字が理由で会社を閉鎖するための従業員を解雇す

ることは認められていますが、会社からの退職手当と勤続功労金の支払が義務付けら

れています。労働組合がある場合は執行委員に、無い場合は従業員の代表に対して閉

鎖の理由、解雇の日程、退職手当と勤続功労金の支払について懇切丁寧に説明するこ

とが社会的使命です。 
23.1.3 関係先への説明 

仕入先に対する債務が残らないように買掛金を清算し、販売先に対する債権が残らな

いように売掛金を清算することが重要となります。また、取引銀行の口座をいつまで

残し、残高はいくらにしておくべきか事前に相談しておく必要があります。会員とし

て登録している団体にも事前に通告しておくことが礼儀です。 
23.2 土地・建物処分 

インドネシアから撤退する場合、最後まで残る案件は土地と建物の処分でしょう。特に工業

https://www.hmkt.jp/83_tettai.pdf
https://www.hmkt.jp/88_inga.pdf
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団地の外で、辺鄙な場所に立地している場合は買手が見付からないことも考えられます。 
23.2.1 土地名義確認・変更 

下の項目と重複している訳ではありません。進出した際に色々なことでバタバタし

て、ついつい購入した土地の名義変更を完了していないことがあり、いざ売却となっ

た時点で慌てることがあります。 
23.2.2 売却先募集 

取引のある金融機関、保険会社、輸送会社、仕入先、販売先、あるいは加入している

業界団体や懇意にしている知り合いに売却先の候補を紹介してもらえるようお願いし

ておきます。最近は不動産も EC サイトで取り扱っています。 
23.2.3 売買契約・清算 

4.2 用地契約で解説されたことと同じ手続きを、逆の立場で進めることになります。 
23.2.4 土地名義変更 

上記と同様に 4.2 用地契約で解説されたことと同じ手続きを、逆の立場で進めること

になります。 
23.3 法務手続き 

23.3.1 株主総会での解散決議 
会社法では会社の解散決議には株主総数の 3/4 以上の同意が必要とされます。100％
出資の子会社であれば本社の決断で進められますが、合弁会社の場合で日本側の出資

比率が 3/4 に満たない場合は合弁相手の同意が必要となります。 
23.3.2 清算チーム指名 

清算チーム（1 名以上）は社外の会計士または弁護士でも可能ですが、もし指名出来

ない場合は取締役の中から選出することになります。 
23.3.3 株主総会決議公正証書化 

通常の決議書と同様にインドネシアの公証人の認証を受けます。 
23.3.4 会社解散の広告 

新聞ならびにインドネシア共和国の官報で、a.会社の解散およびその法的根拠、b.清
算人の名前および住所、c.要求を申請する手続き、d.要求を申請する期間を広告しま

す。 
23.3.5 法務人権大臣承認 

清算人の名前で大臣宛に通知します。 
23.3.6 投資調整省解散届出 

外国投資会社 PMA の場合は投資調整省への届出が別途必要となります。 
23.3.7 商業省会社解散届出 

清算人の名前で大臣宛に通知します。 
23.3.8 会社登録証 TDP 返却 

会社設立の際に商業省から発行された会社登録証 TDP を返却します。 
23.4 税務手続き 

23.4.1 会社解散税務署届出 
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清算人の名前で管轄の税務署宛に通知します。 
23.4.2 納税者番号 NPWP 返却 

清算人の名前で管轄の税務署宛に返却します。 
23.4.3 VAT 課税者番号 PKP 返却 

清算人の名前で管轄の税務署宛に返却します。 
23.4.4 税務調査 

清算人の名前で管轄の税務署宛に最終の税務調査を依頼します 
23.4.5 税務申告継続 

土地建物が売却され、全ての会計処理が完了するまで清算人の責任の下に手続きを継

続します。 
23.4.6 NPWP/PKP 抹消 

土地建物が売却され、全ての会計処理が完了した時点で抹消申請を行います。 
23.5 労務手続き 

労働法ならびに労働組合法に則り、基本的には経営陣が責任を持って進めることになりま

す。 
23.5.1 会社解散労働局届出 

管轄の労働局に事前に届け出るだけでなく、手続きが全て完了するまでの支援をお願

いしておくことが大事です。 
23.5.2 解雇日設定・通知 

労働法に則り基本的には経営陣が責任を持って進めます。 
23.5.3 解雇条件合意 

労働法に則り基本的には経営陣が責任を持って進めます。 
23.5.4 退職金等支払 

労働法に則り基本的には経営陣が責任を持って進めますが、2020 年 11 月に出された

雇用創出法に沿って就業規則を変更していない場合は、雇用創出法で減額された退職

金規定は適用出来ません。 

24 【付録】インドネシアでの駐在員事務所開設 
駐在員事務所の開設手続きは法人設立較べて短時間で進めることが出来ます。また外国資本企業

に規定される最低 8 千万円の投資額も不要ですので、時間をかけてでも現地の情報を直接把握し

たい場合には有利と思われます。ここでは解説が無くても分る項目については説明文を省略しま

す。 
駐在員事務所開設による市場開拓 

24.1 インドネシア大使館推薦状取得 
駐在員事務所開設にはインドネシア大使館商務部からの推薦状と領事認証が必要となりま

す。 
24.1.1 推薦状申請～取得 
24.1.2 公証人署名 

https://www.hmkt.jp/152_jimusho.pdf
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24.1.3 書類認証 
24.1.4 駐在員事務所申請書 
24.1.5 会社概要 
24.1.6 駐在員事務所活動書 
24.1.7 活動範囲計画書 
24.1.8 会社案内書 
24.1.9 任命書 
24.1.10 開設趣意書 
24.1.11 宣誓書 
24.1.12 駐在員履歴書 
24.1.13 駐在員旅券コピー 
24.1.14 駐在員写真 
24.1.15 銀行証明書 
24.1.16 会社定款（日・英） 
24.1.17 会社登記書（日・英） 
24.1.18 決算報告書 
24.1.19 代理申請委任状 

24.2 暫定承認書の取得 
24.2.1 書類提出～暫定承認書発行（3 ヵ月間有効） 
24.2.2 就業許可推薦状発行 

24.3 外国人就労許可 IMTA ⇒23 ページ参照 
24.3.1 労務報告 Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
24.3.2 外国人労働者雇用補償金 DKP-TKA 納付 
24.3.3 査証費用支払 BVTT 
24.3.4 電子査証 e-VISA 取得 
24.3.5 就労ビザ取得 

24.4 滞在許可取得 ⇒23 ページ参照 
24.4.1 暫定居住許可 ITAS 
24.4.2 州警察報告証明書 
24.4.3 州州民・民事登録局居住地証明 SKTT 
24.4.4 就労報告書 

24.5 駐在員事務所開設 
24.5.1 事務所物件調査 
24.5.2 事務所賃貸契約 
24.5.3 商業省地域事務所検査 
24.5.4 事務所証明書の取得 
24.5.5 納税番号登録 NPWP 
24.5.6 財務証明書 
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24.5.7 保証金支払 
24.5.8 年次管理費支払 
24.5.9 駐在員事務所活動証明書入手 

24.6 定期報告（6 ヵ月毎） 
24.6.1 インドネシア駐在員活動の状況 
24.6.2 雇用者に関する報告 
24.6.3 従業員に対する教育訓練の実施状況 

25 【付録】インドネシアへの輸出 
インドネシアに商品を輸出して国内市場で販売する手続きは一般的な貿易実務、インドネシア政

府による輸入規制、そしてインドネシアの国内市場特有の商慣習への対応が基本となります。こ

こでは解説が無くても分る項目については説明文を省略します。 
25.1 市場環境確認 ⇒38 ページ参照 

25.1.1 調査項目・範囲確認 
25.1.2 マーケット調査 
25.1.3 輸入規制調査 

インドネシアの場合、全ての輸入品目に対して SNI（33 ページ参照）など何らかの

規制があると考えるべきでしょう。まずは見本、カタログ、仕様書を携えて、その品

目を管轄する省庁の相談窓口を訪ねて、規制の有無と規制の内容を確認しましょう。

食品、化粧品、医薬品についてはハラル認証（33 ページ参照）についての確認が必

須です。 
25.1.4 国内販売規制調査 

輸入規制と同様に、全ての販売品目に対して SNI（33 ページ参照）など何らかの規

制があると考えるべきでしょう。まずは見本、カタログ、仕様書を携えて、その品目

を管轄する省庁の相談窓口を訪ねて、規制の有無と規制の内容を確認しましょう。食

品、化粧品、医薬品についてはハラル認証（33 ページ参照）についての確認が必須

です。 
25.1.5 事業活動コスト調査 ⇒4 ページ参照 

25.2 事業パートナー開拓 ⇒7 ページ参照 
輸入業者によっては違法な輸入手続きで仕入価格を下げる工夫をすることがあります。仮に

黙認する場合でも、輸出者側には絶対に迷惑がかからないことを必ず確認しておくことが大

事です。 
25.2.1 業界組合調査 
25.2.2 輸入代理店開拓 
輸入代理店を探す方法はいくつかありますが、その一つとしてはインドネシア商工会議所

KADIN のポータルサイト上に紹介されている業種別組合メンバーリストから検索する方法

があります。または、インドネシア中央統計庁から公表された輸入業者ディレクトリーを

<Direktori Importir Indonesia>で検索してダウンロードし、HS コードの分類で探すことも
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可能です。 
25.2.3 流通経路開拓 
25.2.4 販売代理店開拓 

25.3 輸出計画確立 
25.3.1 商品ラインナップ決定 
25.3.2 販売数量想定 
25.3.3 価格設定 

輸入仕入価格は貿易協定に基づく輸入税の有無と率によって変わって来ます。該当す

る特恵関税制度があるのか、それを受けるための条件は何かを確認しておく必要があ

ります。 
25.4 事業計画立案 ⇒5 ページ参照 

25.4.1 サプライチェーン設計 
25.4.2 市場戦略策定 
25.4.3 事業計画書策定 

25.5 代理店契約 
インドネシア側の輸入販売代理店と総代理店契約を文書で締結します。代理店候補によって

は貿易条件の定義である Incoterms をほとんど知らないことがあり、実際に輸出が始まって

からクレームになったりすることがあります。FOB と CIF の違いなど、知っていて当たり

前と思われることでも念の為確認しておくことが大事です。 
25.5.1 契約交渉 
25.5.2 契約締結 

25.6 輸入販売準備 ⇒20 ページ参照 
基本的には輸入者側の仕事ですが、多くの提出書類を準備する際に輸出側からの協力無しで

は対応出来ません。 
25.6.1 輸入許認可申請・取得 
25.6.2 販売許認可申請・取得 

25.7 輸出準備 
25.7.1 乙仲契約 
25.7.2 梱包材準備 
25.7.3 取説準備 

25.8 トライアル販売 
25.8.1 トライアル商品輸出 
25.8.2 トライアル商品販売 
25.8.3 トライアル結果レビュー 

25.9 本格販売開始 
25.9.1 輸出 
25.9.2 現地販売 

26 【付録】インドネシアでの業務提携 
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インドネシア国内の同業他社と業務提携契約やライセンス生産契約を結んで、自社工場を設立する

代わりに、日本側から輸入した部材を使い、必要であれば専用の機械や設備も導入してもらい、自社

の製品を製造して販売してもらうことも可能です。ここではそのための手続きを説明します。但し、

他の分野で既に説明済の項目については省略します。 
26.1 市場環境確認⇒53 ページ 25-1 参照 

26.1.1 調査項目・範囲確認 
26.1.2 マーケット調査 
26.1.3 輸入規制調査 
26.1.4 国内販売規制調査 
26.1.5 事業活動コスト調査 

26.2 事業パートナー開拓⇒7 ページ 1-4-1.合弁相手候補開拓参照 
26.2.1 業界組合調査 
26.2.2 業務提携先開拓 
26.2.3 業務提携内容交渉 

これはサプライチェーンの役割分担を決めるようなのです。文書で検討するよりは絵

や図で確認することが誤解を防ぐために有効です。間違っても口頭で確認するような

ことは絶対に避けるべきです。 
26.2.4 業務提携契約締結 

業務提携契約書には、OEM 契約、委託加工契約、技術ライセンス契約、技術協力契

約、共同開発契約などがありますので、これらの中から最適なものを選びます。ま

た、機密保持契約（①または②）も必ず結んでおきましょう。 
26.3 支援計画立案 

26.3.1 機械設備供給計画立案⇒19 ページ 6.2 生産設備参照 
26.3.2 部材供給計画立案⇒33 ページ 12.1 輸入資材参照 
26.3.3 技術者派遣計画立案⇒23 ページ 8.外国人労働者雇用 

26.4 事業計画立案⇒5 ページ 1.2 事業計画立案 
26.4.1 サプライチェーン設計 
26.4.2 市場戦略策定 
26.4.3 事業計画書策定 

26.5 販売網開拓⇒40 ページ 15.3 販路開拓参照 
26.5.1 契約交渉 
26.5.2 契約締結 

26.6 輸出準備⇒20 ページ 7.輸入許可参照 
26.6.1 現地側輸入許可取得 
26.6.2 輸出品手配 
26.6.3 輸出 

26.7 トライアル生産販売 
26.7.1 トライアル生産 
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26.7.2 生産品質評価 
26.7.3 トライアル販売 
26.7.4 トライアル販売評価 

26.8 本格生産販売開始 
26.9 生産 
26.10 販売 
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